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治
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に
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門
要
約
】
　
明
治
二
二
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
、
皇
室
の
経
済
基
盤
を
強
化
す
る
目
的
で
膨
大
な
官
有
地
が
御
料
地
と
し
て
編
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
早

く
も
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
そ
の
処
分
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
従
来
、
皇
室
経
済
の
合
理
化
で
あ
り
編
入
時
の
論
理
と
齪
酷
し
な
い

と
い
う
通
説
的
理
解
が
存
在
し
て
き
た
。
本
稿
は
御
料
鉱
山
を
対
象
と
し
て
、
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
従
来
全
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
御
料
鉱

山
の
編
入
か
ら
払
下
げ
に
至
る
過
程
を
整
合
的
に
説
明
し
、
右
の
通
説
を
見
直
す
も
の
で
あ
る
。
御
料
鉱
山
は
、
そ
も
そ
も
編
入
・
運
営
の
時
点
か
ら
皇

室
経
済
基
盤
強
化
に
止
ま
ら
ず
、
国
家
活
動
を
支
え
る
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
払
下
げ
に
お
い
て
も
、
皇
室
経
済
合
理
化
の
要
請
で
は
な
く
、

皇
室
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
の
網
違
や
、
そ
れ
が
生
み
出
し
た
政
治
的
対
立
が
重
要
な
誘
因
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
御
料
地
の
編
入
・
運

営
・
処
分
の
論
理
に
は
必
ず
し
も
連
続
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
皇
室
財
産
の
歴
史
的
意
義
を
再
考
す
る
一
階
梯
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
七
巻
五
号
　
二
〇
…
四
年
九
月

本
稿
は
、

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

明
治
二
〇
年
代
に
皇
室
が
御
料
地
と
し
て
所
有
し
て
い
た
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
及
び
そ
の
付
属
施
設
（
「
御
料
鉱
山
」
）
を
対
象
と

し
て
、
創
業
期
の
皇
室
財
産
運
営
の
特
徴
、
及
び
そ
の
変
容
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（745）

御
料
地
は
、
皇
室
財
産
の
一
形
態
で
あ
る
。
皇
室
の
経
済
基
盤
を
強
化
す
る
目
的
で
、
官
有
地
の
中
で
も
特
に
優
良
か
つ
大
面
積
の
物
件
が
　
6
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選
ば
れ
、
明
治
二
二
年
か
ら
二
一
二
年
に
か
け
て
そ
の
大
部
分
が
御
料
地
と
し
て
編
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
早
く
も
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
順

次
そ
の
処
分
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
皇
室
経
済
基
盤
の
縮
小
で
は
な
く
合
理
化
・
近
代
化
で
あ
り
、
編
入
の
論
理
と
何
ら
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

滅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
結
果
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
証
に
よ
る
裏
付
け

を
欠
く
議
論
で
あ
っ
た
。
欄
々
の
御
料
地
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
よ
う
な
説
明
で
は
理
解
し
が
た
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
典
型
例
が
、
御
料

鉱
山
の
払
下
げ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
御
料
鉱
山
払
下
げ
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
経
済
史
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
。
小
林
正
彬
氏
は
官
業
払
下
げ
の
一
事
例
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

御
料
鉱
山
払
下
げ
を
分
析
し
、
払
下
げ
に
至
る
過
程
や
払
下
げ
を
め
ぐ
る
諸
議
論
に
つ
い
て
克
明
に
叙
述
し
た
。
小
林
氏
の
研
究
に
よ
り
払
下

げ
の
経
済
的
背
景
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
し
が
た
い
問
題
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
、
払

下
げ
に
際
し
て
宮
内
省
が
公
表
し
た
理
由
書
に
ま
つ
わ
る
矛
盾
で
あ
る
。
宮
内
省
は
、
払
下
げ
理
由
の
一
つ
と
し
て
計
画
通
り
に
収
益
が
上
が

ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
御
料
鉱
山
経
営
に
従
事
し
た
技
術
官
僚
ら
の
払
下
げ
に
対
す
る
意
見
書
で
は
、
年
度
・
作
業
部
局

ご
と
に
み
る
と
収
支
が
相
償
わ
な
い
例
も
あ
る
が
、
編
入
か
ら
の
七
年
間
、
作
業
部
局
全
体
を
通
し
て
み
る
と
決
し
て
薄
利
で
は
な
い
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
。
小
林
氏
は
こ
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
そ
の
真
相
を
追
求
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
宮
内
省
の
論

理
の
み
を
見
る
と
、
経
営
合
理
化
は
払
下
げ
の
大
き
な
動
機
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
と
な
る
経
営
評
価
の
観
点
が
技
術
官
僚
ら

と
異
な
る
以
上
、
「
経
営
合
理
化
」
を
払
下
げ
の
理
由
と
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
大
澤
覚
氏
は
右
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、
御
料
鉱
山
に
必
要
な
興
業
費
額
が
示
さ
れ
た
宮
内
省
の
理
由
書
と
、
全
体
で
は
採
算
が
と
れ
て
い

た
と
す
る
技
術
官
僚
ら
の
意
見
書
と
が
セ
ッ
ト
に
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
払
い
受
け
希
望
者
が
現
れ
な
い
と
い
う
事
態
を
回
避
し
相
乗
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
発
揮
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
一
面
で
は
説
得
的
で
あ
る
が
、
技
術
官
僚
ら
の
意
見
書
が
払
下
げ
の
経
済
的
要
因
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
る
以
上
、
宮
内
省
の
見
解
に
信
頼
性
を
失
わ
せ
る
と
い
う
問
題
が
残
る
。

　
こ
れ
に
対
し
大
澤
氏
は
更
に
、
払
下
げ
に
は
非
経
済
的
背
景
が
あ
っ
た
と
し
て
そ
の
解
明
を
試
み
て
い
る
が
、
直
近
の
偶
発
的
事
件
を
払
下
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げ
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
飛
躍
が
あ
る
。
大
澤
氏
は
、
払
下
げ
の
原
因
を
生
野
鉱
山
及
び
同
鉱
山
附
属
大
阪
製
錬
所
に
顕
著
な
多
額
の
興
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

費
負
担
に
加
え
、
佐
渡
鉱
山
で
明
治
二
七
、
八
年
頃
か
ら
「
鉱
物
の
窃
盗
な
ど
の
乱
れ
た
経
営
」
が
露
呈
し
、
そ
の
た
め
に
会
計
検
査
が
入
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

自
殺
者
や
技
師
の
辞
職
を
も
招
き
、
御
料
鉱
山
の
「
権
威
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
窃
盗
は
「
乱
れ
た
経

営
」
が
原
因
で
起
こ
る
と
は
い
え
な
い
し
、
膚
判
者
や
技
師
の
辞
職
と
窃
盗
事
件
・
「
乱
れ
た
経
営
」
と
の
因
果
関
係
は
不
明
確
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
御
料
鉱
山
の
「
権
威
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
」
の
か
に
関
し
て
も
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
御
料
局
長
岩
村
通
俊
の
動
向
に
関
す
る
矛
盾
で
あ
る
。
岩
村
は
御
料
鉱
山
払
下
げ
の
推
進
主
体
で
あ
っ
た
が
、
払
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

げ
の
約
一
年
前
に
は
御
料
鉱
山
の
世
伝
御
料
化
を
図
っ
て
い
る
。
世
伝
御
料
と
な
れ
ば
そ
の
売
買
譲
渡
は
容
易
で
は
な
く
な
る
か
ら
、
払
下
げ

と
は
正
反
対
に
、
半
永
久
的
に
鉱
山
を
皇
室
で
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
岩
村
の
方
針
は
＝
疋
性
を
欠
く
よ
う

に
思
わ
れ
、
そ
の
真
意
が
読
み
取
り
難
く
、
従
来
の
研
究
で
も
十
分
に
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
小
林
氏
は
岩
村
が
二
四
年
に
御
料
局
長
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

就
任
し
た
時
点
で
既
に
払
下
げ
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
「
本
質
的
に
払
下
げ
論
者
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
す
る
も
の
の
、

彼
が
御
料
鉱
山
の
世
伝
御
料
化
を
計
画
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
て
い
な
い
。
大
澤
氏
は
御
料
鉱
山
世
伝
御
料
化
計
画
に
つ
い
て
、
小

林
氏
と
は
逆
に
「
当
局
の
主
立
っ
た
人
々
の
間
に
お
い
て
は
、
仮
に
経
営
に
満
足
が
い
か
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
っ
た
に
せ
よ
、
い
ま
だ
皇
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

財
産
の
主
要
な
部
分
と
し
て
鉱
山
部
門
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
」
と
評
価
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
推
測
の
域
を
出

な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
御
料
鉱
山
払
下
げ
の
非
経
済
的
背
景
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
見
直
す
べ

き
は
、
従
来
の
分
析
手
法
で
あ
る
。
小
林
氏
や
大
澤
氏
は
、
主
に
払
下
げ
の
直
近
に
作
成
さ
れ
た
公
表
史
料
を
用
い
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
史
料
か
ら
は
、
払
下
げ
に
つ
な
が
る
よ
り
深
い
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
や
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
諸
矛
盾
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
史
料
が
カ
バ
ー
で
き
な
い
編
入
の
時
点
や
、
御
料
鉱
山
運
営
全
体
の
中
か
ら
よ
り
多
角
的
な
視
点
で
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
政
治
的
条
件
や
そ
の
変
化
、
更
に
は
関
係
諸
ア
ク
タ
ー
の
御
料
地
観
・
皇
室
財
産
観
の
相
違
と
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い
っ
た
基
底
的
な
要
因
を
も
見
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
山
崎
有
恒
氏
は
、
官
営
事
業
を
め
ぐ
る
工
部
省
・
内
務
省
・
大
蔵
省
・
農
商
務
省
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

政
策
全
体
を
貫
く
「
各
省
の
思
想
」
「
官
業
観
」
が
、
官
営
事
業
を
考
え
る
上
で
の
根
幹
と
位
置
づ
け
検
討
し
て
い
る
が
、
御
料
鉱
山
に
関
し

て
も
こ
の
よ
う
な
視
点
の
導
入
が
有
効
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
①
編
入
か
ら
払
下
げ
に
至
る
ま
で
の
御
料
鉱
山
運
営
に
関
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
を
特
定
し
、

そ
の
権
限
・
関
係
性
を
明
確
に
し
た
上
で
、
②
各
ア
ク
タ
ー
の
御
料
鉱
山
観
・
皇
室
財
産
観
の
相
違
や
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
運
営
の
あ
り
方
の

相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
③
御
料
鉱
山
払
下
げ
を
め
ぐ
る
背
景
や
諸
矛
盾
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
を
通
し
て
、
④
創
業
期
の
皇
室
財
産
運
営
の
特
徴
や
そ
の
変
容
に
関
し
て
一
つ
の
見
通
し
を
示
し
た
い
。

　
な
お
、
史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
基
本
的
に
新
漢
字
を
用
い
、
翻
刻
史
料
・
原
史
料
に
は
句
読
点
を
適
宜
補
い
、
筆
者
註
に
は
〔
　
〕
を

用
い
た
。
書
簡
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
年
次
を
推
定
し
た
場
合
に
は
年
・
月
に
（
　
）
を
付
し
た
。

①
御
料
地
に
は
、
皇
居
・
離
宮
・
御
用
不
等
の
、
皇
室
直
接
の
消
費
生
活
に
供
す

　
る
も
の
（
第
一
類
御
料
地
）
と
、
皇
室
の
経
済
基
盤
強
化
を
目
的
と
し
て
新
た
に

　
皇
室
に
編
入
さ
れ
、
営
利
事
業
を
行
う
も
の
（
第
二
類
御
料
地
）
の
区
別
が
あ
っ

　
た
（
帝
室
林
野
局
編
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』
帝
室
林
野
局
、
一
九
三
九
年
、

　
二
三
一
～
二
三
三
頁
）
。
本
稿
の
関
心
は
後
者
に
あ
る
が
、
以
下
特
に
断
ら
な
い

　
限
り
「
御
料
地
」
と
い
う
と
き
第
二
類
御
料
地
を
指
す
も
の
と
す
る
。

②
黒
田
久
太
『
天
皇
家
の
財
産
』
（
＝
二
前
房
、
一
九
六
六
年
）
、
黒
田
展
之
「
天

　
皇
制
と
土
地
問
題
」
（
『
法
と
政
治
』
第
四
〇
巻
、
第
三
号
、
一
九
八
九
年
）
。

③
小
林
正
彬
「
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
、
大
阪
製
煉
所
の
払
下
げ
」
「
同
（
補
遺
〉
」

　
（
『
経
済
系
』
第
一
〇
四
・
一
〇
五
集
、
一
九
七
五
年
）
、
同
『
日
本
の
工
業
化
と

　
官
業
払
下
げ
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
七
年
）
。

④
大
澤
覚
門
佐
渡
・
生
野
鉱
山
の
一
括
払
い
下
げ
に
つ
い
て
の
覚
書
一
「
処
分

　
理
由
書
」
と
「
三
技
師
の
意
見
書
」
を
中
心
に
一
」
（
『
法
政
大
学
大
学
院
紀

　
要
㎞
第
一
五
号
、
一
九
八
五
年
）
。

⑤
同
右
、
二
〇
〇
頁
。

⑥
袋
田
、
二
〇
五
頁
。

⑦
早
雪
御
料
は
、
皇
室
典
範
第
八
章
第
四
十
五
条
、
及
び
同
章
同
条
に
つ
い
て
の

　
皇
童
典
範
義
解
に
よ
れ
ば
、
皇
室
の
世
襲
財
産
で
あ
り
特
別
な
事
由
の
な
い
限
り

　
分
割
譲
渡
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

⑧
小
林
「
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
、
大
阪
製
煉
所
の
払
下
げ
」
八
七
頁
。

⑨
前
掲
大
澤
論
文
、
一
九
九
頁
。

⑩
山
崎
有
恒
「
官
業
払
い
下
げ
を
め
ぐ
る
工
部
省
の
政
策
展
開
と
そ
の
波
紋
－

　
明
治
初
期
の
官
僚
と
政
商
！
」
（
『
史
学
雑
誌
㎞
第
｝
O
二
編
、
第
九
号
、
…
九

　
九
三
年
）
、
同
「
日
本
近
代
化
手
法
を
め
ぐ
る
梱
克
I
l
内
務
省
と
工
部
省
一
（
鈴

　
木
山
編
欄
工
部
省
と
そ
の
時
代
㎞
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
。
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第
【
章
　
御
料
鉱
山
事
業
の
開
始

明治二〇年代における皇室財産運営の特徴及びその変容（池田）

1

御
料
地
の
設
定
を
め
ぐ
る
議
論

　
明
治
初
期
の
皇
室
は
、
大
蔵
省
の
査
察
を
受
け
た
上
で
毎
年
支
給
さ
れ
る
歳
費
に
よ
り
諸
活
動
に
必
要
な
費
用
を
賄
っ
て
お
り
、
独
自
の
収

入
源
と
呼
べ
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
明
治
一
〇
（
｝
八
七
七
）
年
前
後
か
ら
、
皇
室
活
動
の
増
加
や
物
価
騰
貴
な
ど
に
よ
り

支
出
が
増
加
す
る
と
、
政
府
内
で
は
、
皇
室
財
政
を
国
家
財
政
か
ら
切
り
離
し
、
独
自
の
強
固
な
経
済
基
盤
を
確
立
す
る
必
要
を
説
く
議
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
「
皇
室
財
産
設
定
論
」
　
　
が
盛
ん
に
な
る
。

　
明
治
　
四
年
政
変
以
降
、
皇
室
財
産
設
定
論
は
よ
り
切
迫
し
た
政
治
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
に
変
質
し
た
。
政
変
に
よ
り
十
年
後
の
議
会
開

設
が
約
束
さ
れ
る
と
、
議
会
が
皇
室
財
政
に
干
渉
す
る
こ
と
が
現
実
的
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
、
議
会

に
左
右
さ
れ
な
い
皇
室
独
自
の
財
源
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
朝
野
で
皇
室
財
産
設
定
論
が
活
発
に
提
起
さ
れ
る
中
、
一
七
年
一
一
月
一
八
日
に
大
蔵
卿
松
方
正
義
の
提
出
し
た
「
帝
室
財
産
設
備
ノ
議
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
認
め
ら
れ
、
国
庫
か
ら
日
本
銀
行
株
二
五
〇
万
等
分
、
正
金
銀
行
株
一
〇
〇
万
円
分
が
無
償
で
皇
室
財
産
に
移
管
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
八
年

＝
一
月
に
は
宮
内
省
内
に
御
料
局
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
翌
年
に
は
同
局
で
官
有
地
の
中
か
ら
御
料
地
に
編
入
す
る
物
件
を
選
定
す
る
な
ど
編
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
向
け
た
準
備
が
始
ま
っ
た
。
更
に
、
一
八
年
一
二
月
の
太
政
官
制
の
廃
止
・
内
閣
制
の
成
立
、
翌
年
の
歳
入
歳
出
出
納
規
則
の
制
定
に
よ
り
、

皇
室
・
国
家
は
制
度
・
財
政
両
面
に
お
い
て
明
確
に
分
離
さ
れ
、
皇
室
経
費
は
毎
年
国
庫
か
ら
定
額
支
給
さ
れ
る
「
皇
室
費
」
、
動
産
た
る

「
御
資
」
、
不
動
産
た
る
御
料
地
の
三
方
か
ら
賄
わ
れ
る
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
れ
に
対
し
、
皇
室
・
国
家
一
体
の
日
本
の
「
国
体
」
を
重
視
す
る
立
場
（
「
王
土
論
」
）
か
ら
は
、
官
有
地
の
～
部
を
特
に
皇
室
財
産
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
区
別
す
る
こ
と
へ
の
反
論
が
示
さ
れ
た
。
鈴
木
正
幸
氏
は
王
土
論
者
に
つ
い
て
「
天
皇
統
治
の
特
殊
性
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
近
代
学
制
の
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⑧

原
則
〔
公
私
の
分
離
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
た
公
権
が
統
治
す
る
こ
と
〕
を
無
視
し
て
立
論
し
た
」
と
評
価
す
る
一
方
、
皇
室
財
産
設
定
論
に
つ

い
て
は
「
情
勢
の
急
迫
に
規
定
さ
れ
て
か
、
天
皇
統
治
の
正
当
性
の
特
殊
性
〔
こ
こ
で
鈴
木
は
皇
室
・
国
家
　
体
の
「
国
体
」
を
指
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
〕
を
忘
却
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
に
皇
室
財
産
設
定
を
説
い
た
」
と
対
照
的
に
捉
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
天
皇
統
治
の
正
当
性
や
特
殊
性
云
々
の
議
論
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
も
、
実
際
の
御
料
地
編
入
・
運
営
に
即
し
て
見
る
と
必
ず

し
も
右
の
よ
う
な
認
識
は
正
し
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
御
料
鉱
山
の
編
入
・
運
営
に
お
い
て
は
、
一
見
実
務
的
な
皇
室
財
産
設
定
論
者
の
言

説
の
中
に
も
、
王
土
論
者
と
は
異
な
る
形
で
皇
察
・
国
家
～
体
観
が
表
れ
て
い
る
。
次
回
で
は
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
。

2
　
御
料
鉱
山
の
編
入

　
明
治
初
年
か
ら
㏄
○
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
明
治
政
府
が
旧
幕
府
や
諸
藩
か
ら
接
収
し
た
鉱
山
・
諸
工
場
は
、
殖
産
興
業
政
策
の
重
要
な
柱

の
一
つ
と
し
て
工
部
省
に
お
い
て
経
営
さ
れ
た
。
一
三
年
制
定
の
「
工
場
払
下
概
則
」
は
当
初
鉱
山
へ
の
適
用
は
定
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

七
年
鉱
山
へ
の
適
用
が
布
告
さ
れ
て
以
降
は
官
有
鉱
山
が
次
々
と
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
官
獄
中
最
優
良
成
績
を
収
め
、
貨
幣
原
料
を

直
接
・
間
接
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
佐
渡
・
生
野
・
三
池
の
三
鉱
山
の
み
は
、
当
時
深
刻
な
財
政
難
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
政
府
に
お
い
て
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
さ
れ
官
業
が
継
続
さ
れ
た
。
～
八
年
～
二
月
に
工
部
省
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
三
鉱
山
は
一
時
農
商
務
省
の
所
管
と
な
っ
た
後
、
一
九
年
一
月

か
ら
は
大
蔵
省
管
轄
と
な
る
。
こ
の
所
管
の
変
化
を
見
て
も
、
い
か
に
三
鉱
山
が
正
貨
獲
得
の
意
味
で
重
視
さ
れ
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
う
ち
三
池
鉱
山
は
一
＝
年
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
が
、
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
は
最
後
ま
で
主
業
を
維
持
す
べ
き
と
す
る
議
論
が
政
府
部
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
共
有
さ
れ
て
い
た
。
二
　
年
四
月
六
日
、
大
蔵
大
臣
の
松
方
は
「
佐
渡
生
野
両
鉱
山
宙
行
継
続
之
件
」
を
閣
議
に
提
出
し
た
。
松
方
は
そ
の

中
で
、
佐
渡
・
生
野
は
金
銀
山
の
た
め
直
接
正
貨
原
料
が
獲
得
で
き
国
庫
準
備
金
の
増
殖
に
役
立
つ
こ
と
や
、
民
業
と
の
競
合
が
ほ
と
ん
ど
な

い
と
い
う
理
由
か
ら
宮
業
据
え
置
き
を
求
め
た
。
こ
の
意
見
は
、
同
月
二
五
日
に
閣
議
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
九
月
に
は
筥
内
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

臣
下
方
久
元
か
ら
松
方
の
も
と
に
両
鉱
山
の
皇
室
財
産
編
入
に
つ
い
て
照
会
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
省
間
で
折
衝
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
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明治二〇年代における皇室財産運営の特徴及びその変容（池田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
れ
る
。
一
〇
月
二
五
日
、
松
方
は
両
鉱
山
の
皇
室
財
産
編
入
を
閣
議
に
申
請
し
た
。
こ
の
申
請
は
認
め
ら
れ
、
翌
年
四
月
一
日
両
鉱
山
は
宮

内
省
に
引
渡
さ
れ
た
。

　
両
鉱
山
が
単
な
る
官
業
で
は
な
く
特
に
皇
室
財
産
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
松
方
の
正
貨
原
料
確
保
へ
の
強
い
熱
意
が

あ
っ
た
。
「
佐
渡
生
野
両
鉱
山
官
行
継
続
之
件
」
に
お
い
て
松
方
は
「
佐
渡
生
野
両
鉱
山
ハ
官
行
（
帝
室
財
産
ノ
儀
ハ
格
別
）
二
据
置
キ
何
様
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

事
情
ア
ル
モ
決
シ
テ
払
下
ヲ
ナ
サ
・
ル
画
聖
メ
確
定
致
シ
置
度
〔
傍
線
筆
者
註
ご
と
述
べ
て
お
り
、
官
業
継
続
の
最
も
望
ま
し
い
形
と
し
て

皇
室
財
産
化
を
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
当
時
は
ま
だ
売
買
の
容
易
で
な
い
世
伝
御
料
と
売
買
の
容
易
な
普
通
御
料
の
区
別
は

　
　
　
⑯

な
か
っ
た
が
、
「
何
様
ノ
事
情
ア
ル
モ
決
シ
テ
払
下
ヲ
ナ
サ
・
ル
」
た
め
の
措
置
と
し
て
「
格
別
」
と
提
起
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
皇
室
財
産

に
な
る
と
官
業
以
上
に
容
易
に
売
買
が
で
き
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
両
鉱
山
の
皇
室
財
産
編
入
が
国
庫
準
備
金
増
殖
と
い
う
国
家
的
課
題
の
解
決
策
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
御
料
地
は
編
入
に
あ
た
っ
て
、
皇
室
の
経
済
基
盤
を
強
固
に
す
る
と
い
う
使
命
を
与
え
ら
れ
た
が
、
な
ぜ
特
に
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
が

編
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
を
考
え
る
際
、
皇
室
の
利
益
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
は
十
分
な
説
明
は
で
き
な
い
。
松
方
に
お
い

て
皇
室
財
産
は
、
国
家
的
課
題
を
国
家
以
上
の
安
定
性
を
も
っ
て
担
う
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
何
の
矛
盾
も
な
く
論
の

前
提
に
敷
か
れ
て
い
た
。
松
方
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
皇
室
財
産
設
定
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
建
議
の
起
草
者
で
あ
り
、
典
型
的
な
皇
室

財
産
設
定
論
者
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
松
方
が
、
右
の
よ
う
に
皇
室
財
政
と
国
家
財
政
を
分
離
し
た
上
で
、
国
家
的
要
請
の
た
め
に

皇
室
財
産
た
る
御
料
地
を
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
を
要
す
る
。
松
方
に
お
い
て
は
財
産
管
理
照
度
上
の
皇
室
・
国
家
の
分
離
と
、

皇
室
・
国
家
財
源
の
実
際
の
使
途
に
お
け
る
一
体
は
無
矛
盾
的
に
結
合
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
典
型
的
な
王
土
論
者
で
あ
る
岩
倉
旦
田
鰻
の
皇
室
財
産
観
に
近
い
。
岩
倉
は
、
皇
室
・
国
家
一
体
の
「
国
体
」
に
沿
う

べ
く
官
有
地
は
全
て
御
料
地
に
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
が
、
皇
室
と
国
家
の
「
何
が
」
一
体
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
一
体
性

を
実
現
す
る
方
策
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
じ
く
王
土
論
者
で
あ
る
井
上
毅
と
は
大
き
く
見
解
を
異
に
し
て
い
た
。
岩
倉
は
皇
室
の
私
産
た
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⑰

る
皇
室
財
産
を
も
っ
て
国
家
経
費
を
賄
う
（
「
国
家
の
家
産
化
」
）
べ
き
だ
と
す
る
の
に
対
し
、
井
上
は
皇
室
費
を
国
家
で
賄
う
（
門
皇
室
の
公
化
1
1

　
　
⑱

国
家
化
」
）
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
皇
室
財
産
設
定
論
は
鈴
木
氏
が
い
う
よ
う
に
王
土
論
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
境
界
は
非
常
に

曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
御
料
局
で
実
際
に
運
営
が
始
ま
る
と
、
御
料
鉱
山
に
は
更
な
る
意
味
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
節
で
は
そ
の
こ
と
を
見
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

3

御
料
鉱
山
事
業
と
技
術
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
両
鉱
山
の
皇
室
財
産
編
入
に
際
し
て
は
、
引
き
続
き
大
蔵
省
に
委
託
経
営
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮

内
省
が
鉱
業
経
営
に
経
験
が
な
く
、
人
員
の
面
で
も
す
ぐ
に
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
は
結
局

実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
鉱
山
経
営
は
専
門
の
技
術
者
を
要
す
る
以
上
、
そ
の
確
保
は
宮
内
省
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
そ
の
課
題
を
克
服
し
た
の
は
、
第
二
代
御
料
局
長
品
川
弥
二
郎
で
あ
っ
た
。
明
治
二
二
年
四
月
一
B
、
御
料
鉱
山
の
管
理
機
構
と
し
て
、
御

料
局
内
に
佐
渡
・
生
野
両
支
庁
が
設
け
ら
れ
る
が
、
品
川
は
佐
渡
支
庁
長
に
大
蔵
省
鉱
山
局
所
管
時
代
に
四
等
技
師
と
し
て
佐
渡
の
事
業
拡
張

に
携
わ
っ
た
渡
辺
渡
を
、
生
野
支
庁
長
に
大
蔵
省
所
管
時
代
に
生
野
鉱
山
局
長
を
務
め
た
朝
倉
盛
明
を
登
用
し
た
。
渡
辺
は
当
時
鉱
業
で
日
本

が
模
範
と
仰
い
で
い
た
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
後
、
冶
金
学
専
門
で
帝
国
大
学
工
科
大
学
教
授
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
二
一
二
年
に
は
生
野

支
庁
の
設
計
担
当
技
師
と
し
て
大
島
道
太
郎
が
任
命
さ
れ
る
が
、
彼
も
ま
た
ド
イ
ツ
留
学
の
経
験
を
有
し
、
冶
金
学
の
専
門
技
術
者
と
し
て
民

間
鉱
山
を
中
心
に
活
躍
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
（
渡
辺
・
大
島
の
経
歴
に
つ
い
て
は
第
1
表
）
。
こ
の
よ
う
に
、
品
川
は
御
料
鉱
山
を
任
せ
る
技
術

官
僚
と
し
て
、
大
蔵
省
鉱
山
局
時
代
の
経
験
が
あ
る
こ
と
や
、
当
時
の
日
本
で
最
先
端
の
学
識
・
技
術
を
持
つ
こ
と
を
重
視
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
の
事
業
方
針
は
、
所
属
官
庁
に
よ
り
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
工
部
省
時
代
は
専
ら
全
国
鉱
業
の
模
範
と
な
る
こ
と
を
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第1表　〈品川派〉御料鉱山技術官僚の主な経歴

氏　名 生　年 学歴・留学歴 御料局入局以前の主な官歴 御料局退職後の官・職歴 民間での主な職歴

大島道太郎
万延元，6ユ8
i盛岡）

大学南校（明3．8～）

結梠蜉w理学部採鉱冶金
w科修了（明10，4）

hイツフライベルク鉱山
蜉w（明11，4～14．12）

製鉄所技監（明29．6＞

ｻ鉄所工務部長（明31）

結梺骰荘蜉w工科大学教
�i明36．1）

ｿ冶蔀公司最高顧問（大
R．2）

八森鉱山にオーガスチン収淫
J製錬所建設指導（明16）

ｬ誌木山由キス式製錬所創設
w導，白根鉱山ピルッ式溶鉱
F創設（明17）

中沢　岩太
安政5．3．29
i福井）

大学南校（明5．1～）

結梠蜉w理学部化学科卒
i明12．7）

hイツベルリン大学（明
P6．9．20～20．3．2）

帝国大学工科大学教授（明20．3．17）

蜻?省印刷局抄紙製薬業嘱託（明20．
P1，14）

京都帝国大学理工科大学
ｳ授（明30，6．28）

椏s帝国大学名誉教授
i明40，3．30）

大阪セメント会社製造部検定
咜�i明24．7，8）

渡辺　　渡
安政4．7．27
i長崎）

大学南校（明4．3～）

結梠蜉w採鉱冶金学科
i明10．9～12．2）

hイツフライベルク鉱山
蜉w（明15，10～18．3）

東京帝国大学工科大学教授（明19。1
D3～）

_商務省鉱山局技師（明19．1．7）

蜻?省鉱山局四等技師・佐渡赴任
i明20．6）

農商務省鉱山局長（明
R0，11～32．5）

結梺骰荘蜉w工科大学学
ｷ（明35，12）

結梺骰荘蜉w工：科大挙名

_教授（大8．2）

日本鉱業会理事（明19，1）

坙{鉱業会副会長（明32．2）

坙{鉱業会会長（明40，2）

和田維四郎
安政3，3．17
i小浜）

大学南校（明3．10～）

hイツベルリン大学に留

w・地質調査事業調査
i明17，2～18．7）

開成学校助教（明8，7）

結梠蜉w助教（金石学・地質学）（明
P0，8）

燒ｱ省御用掛，内務省地理局地質課
i明11，5）

_商務省地質調査所長（明15．2～
Q6．3）

結梠蜉w理学部教授（鉱物学）（明
P8ユ0～24．7）

_商務省鉱山局長（明22．9～26．3）

製鉄所長宮（明30．10～
R5．8．18）

M族院議員（大6．12）

日本鉱業会理事（明19，1）

結梺n学協会幹事（明25，12）

坙{鉱業会副会長（明28．2）
z山懇話会常務委員　（明40，
T）

（注1）大島道太郎「生野鉱山鉱業改良意見書」（日本鉱業史料集刊行委員会編r生野鉱山鉱業改良意見轡等」白亜書跨．1981年（日本鉱業史料集　第一期　明治篇②）．大島信

　　蔵編f大鷹高任行実』（1938年〉，佐々木亨『和田維四郎」（小浜市立図欝館，1980年（若狭入物叢轡　8）），同「租田維四郎小伝（上）（中〉（下）」（「三井金属修史論叢」第

　　4・5・6号，1970・71年），宮内庁書陵部所蔵瑚治二十八年進退録　二　高等官ノ部」（大臣官房秘轡課，20833一・2），『官報」，神田礼治「日本鉱業会の創立より今日まで」

　　　（『日本鉱業会誌』第597号，1935年），日本鉱業史料集刊行委員会編『渡辺渡　独逸国紀行等3（白亜書房、1983年），京都大学大学文書館所蔵「紀元二千六百年祝典関係轡

　　類綴」（MPOO207），嚢郁彦編『日本近現代人物履歴事典』（東京大学出版会，2002年）より作成。

（注2）経歴欄の年月日は，史料により判明するもののみ示した。官職の在任期間について，所属官省（名）の変更による身分の異動，同官省内での昇進・死亡時まで継続して
　　在職していたものには，辞職年月日は併記しないものとする。
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⑬

目
的
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
大
蔵
省
時
代
は
第
一
に
両
鉱
山
を
「
官
有
財
産
中
ノ
一
財
源
」
と
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

省
で
は
、
大
規
模
な
設
備
改
良
・
拡
張
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
御
料
鉱
山
は
何
よ
り
皇
室
財
産
と
し
て
半
永
久
的
に
維
持
す
る
こ
と
を
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
技
術
官
僚
ら
も
そ
の
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い
た
が
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
意
義
の
み
に
止
ま
ら

ず
、
御
料
鉱
山
に
官
業
時
代
と
同
様
の
意
義
も
与
え
て
い
っ
た
。

　
ま
ず
、
御
料
鉱
山
は
、
改
良
・
拡
張
を
進
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
大
蔵
省
時
代
の
方
針
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
た
。
品
川
は
、
五
月

～
七
日
佐
渡
・
生
野
両
支
庁
に
対
し
、
「
鉱
業
上
の
諸
事
は
従
前
の
通
り
細
大
総
べ
て
支
庁
に
委
任
し
本
局
よ
り
頂
細
の
干
渉
は
一
切
せ
ざ
る

⑱旨
」
を
示
達
し
た
の
で
、
御
料
鉱
山
事
業
に
お
い
て
支
庁
の
裁
量
は
か
な
り
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
両
支
庁
で
は
、

各
々
の
裁
量
の
も
と
改
良
・
拡
張
が
進
め
ら
れ
た
。
佐
渡
で
は
渡
辺
が
採
鉱
・
製
錬
両
面
に
お
い
て
、
当
時
の
最
先
端
の
機
械
設
備
を
民
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

先
駆
け
て
導
入
し
、
近
代
化
を
進
め
た
。
生
野
で
は
、
佐
渡
に
も
ま
し
て
改
良
・
拡
張
政
策
が
と
ら
れ
た
。
朝
倉
支
庁
長
は
鉱
山
技
術
者
と
い

う
よ
り
は
鉱
業
行
政
の
専
門
官
僚
と
し
て
支
庁
事
務
を
総
理
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
下
で
働
く
大
島
技
師
は
学
者
・
技
術
者
と
し
て
実
際
の
事

業
計
画
を
一
任
さ
れ
て
い
た
。
大
島
は
二
三
年
八
月
、
「
生
野
鉱
山
鉱
業
改
良
意
見
書
」
を
朝
倉
支
庁
長
に
提
出
し
、
右
に
基
づ
き
改
良
・
拡

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

張
工
事
を
行
っ
た
。
ま
た
、
二
四
年
八
月
に
開
設
さ
れ
た
生
野
支
庁
附
属
大
阪
製
錬
所
に
お
い
て
、
大
島
は
設
計
担
当
技
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

⑳
る
。　

一
方
、
民
間
に
対
す
る
模
範
事
業
と
し
て
の
意
義
が
強
調
さ
れ
た
点
で
は
、
工
部
省
時
代
の
運
営
理
念
も
色
濃
く
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
渡

辺
は
三
九
年
に
『
日
本
鉱
業
会
誌
』
に
発
表
し
た
論
説
の
中
で
「
近
来
何
事
モ
頻
り
ニ
官
業
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
向
ア
ル
ハ
予
輩
ノ
最
モ
左
門

　
　
　
⑳

セ
ザ
ル
所
」
と
回
顧
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
民
間
鉱
業
の
自
由
な
発
展
を
理
想
と
し
て
い
た
が
、
後
段
で
「
独
り
ニ
三
ノ
鉱
山
ノ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ハ
宮
内
省
ノ
直
轄
ト
ナ
リ
一
一
十
九
年
宗
論
レ
ヲ
経
営
シ
以
テ
模
範
ヲ
国
艮
二
示
シ
タ
リ
」
と
も
評
価
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
技
術
官
僚
ら
は
明
治
二
〇
年
代
を
通
し
て
『
日
本
鉱
業
会
誌
』
上
に
多
く
の
論
説
を
投
稿
し
て
い
る
。
岡
誌
上
で
は
彼
ら
の
記
事
だ

け
で
な
く
、
ほ
ぼ
毎
号
に
わ
た
っ
て
御
料
局
所
管
鉱
山
・
工
場
の
景
況
や
、
そ
こ
で
実
践
さ
れ
て
い
る
最
新
技
術
の
紹
介
が
な
さ
れ
た
。
更
に
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同
誌
は
一
般
鉱
業
家
や
佐
渡
鉱
山
学
生
が
御
料
局
の
技
術
官
僚
に
質
問
し
た
り
、
意
見
の
交
換
や
論
戦
を
繰
り
広
げ
た
り
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
同
誌
上
に
お
い
て
御
料
鉱
山
が
日
本
の
鉱
工
業
に
お
け
る
模
範
的
存
在
た
ら
ん
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
工
部
省
時
代
類
似
の
役
割
と
し
て
技
術
官
僚
ら
が
御
料
鉱
山
に
期
待
し
た
の
は
、
右
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
渡
辺
は
二
四
年
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

佐
渡
支
庁
で
、
製
錬
設
備
を
持
た
な
い
民
間
の
小
鉱
山
か
ら
鉱
石
を
購
入
し
、
一
手
に
製
錬
を
行
う
買
鉱
製
錬
事
業
を
開
始
し
た
。
渡
辺
は
、

二
三
年
＝
一
月
一
五
日
遅
品
川
に
対
し
燐
鉱
製
錬
の
開
始
を
建
議
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
御
料
鉱
山
で
買
鉱
製
錬
を
行
う
必
要
性
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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近
来
民
業
鉱
山
ヨ
リ
当
庁
二
対
シ
、
鉱
石
ノ
買
上
ヲ
申
出
ル
者
漸
ク
増
加
ノ
有
様
二
軍
腱
、
右
ハ
従
来
資
本
二
乏
シ
キ
鉱
山
目
配
テ
ハ
製
煉
器
械
ノ
全
備

セ
ザ
ル
が
為
二
四
坐
上
富
鉱
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
ハ
所
得
其
失
ヲ
償
ハ
ズ
。
然
レ
ト
モ
其
鉱
石
ヲ
他
二
売
却
ス
ル
ハ
法
ノ
許
サ
・
ル
処
ニ
シ
テ
、
已
ム
ヲ
得
ズ

空
シ
ク
廃
棄
二
属
ス
ル
ノ
姿
ナ
リ
シ
ト
難
ト
モ
、
今
や
法
規
ノ
改
正
二
依
テ
鉱
石
ノ
販
売
自
由
ヲ
得
タ
ル
ト
、
小
鉱
区
ヲ
有
ス
ル
鉱
業
無
二
在
テ
ハ
製
煉
ノ

煩
ヲ
省
ク
ハ
究
メ
テ
便
益
ナ
ル
ト
ノ
原
因
ヨ
リ
シ
テ
、
趨
勢
叢
二
至
レ
ル
モ
ノ
ト
存
候
。
就
而
ハ
此
際
相
当
ノ
方
法
ヲ
設
テ
以
テ
広
ク
其
要
求
二
応
シ
候
時

ハ
、
民
業
鉱
山
二
便
益
ヲ
与
フ
ル
ハ
勿
論
、
当
場
二
於
テ
ハ
別
表
比
較
埋
込
、
収
益
ヲ
見
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
製
煉
上
間
接
口
器
ル
利
益
モ
又
不
勘
、
則
事
業

伸
暢
ノ
一
端
二
候
間
、
購
買
手
続
キ
別
紙
之
通
相
定
メ
、
速
二
実
施
候
様
仕
度

こ
の
よ
う
に
、
渡
辺
は
御
料
鉱
山
で
書
影
製
錬
を
実
施
す
る
こ
と
の
意
義
を
、
御
料
局
の
収
益
に
な
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
資
金
力
に
乏
し
い

民
間
の
鉱
業
家
に
製
錬
の
便
益
を
供
与
す
る
こ
と
に
見
出
し
て
い
た
。

　
渡
辺
の
こ
の
認
識
は
、
二
〇
年
近
く
経
っ
た
後
に
も
変
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
渡
辺
は
前
掲
し
た
三
九
年
発
表
の
論
説
で
「
予
遊
ハ
鉱
業
ノ

官
営
ヲ
排
斥
ス
ト
錐
モ
（
中
略
）
大
規
模
ノ
官
設
申
央
精
煉
所
ノ
創
立
ヲ
望
マ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ズ
」
「
之
ヲ
創
設
ス
ル
ニ
甲
乙
ヅ
政
府
二
番
テ
之

ヲ
経
営
シ
中
央
精
煉
所
ノ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
乎
ヲ
国
民
二
示
教
シ
併
セ
テ
国
家
ノ
必
要
響
応
ジ
、
適
当
ノ
時
機
二
於
テ
之
レ
ヲ
民
業
二
子
ス

75 （755）



ノ
方
法
二
出
ヅ
ル
ヲ
最
モ
良
策
ナ
リ
ト
ス
、
是
レ
予
輩
が
前
掛
鉱
業
官
営
ヲ
排
斥
シ
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
、
該
事
業
ノ
端
緒
ハ
之
レ
ヲ
政
府
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

テ
営
ム
ノ
可
ナ
ル
ヲ
謂
フ
所
以
ナ
リ
」
と
官
設
「
中
央
精
煉
所
」
の
必
要
性
と
そ
の
意
義
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
我
国
二
於
テ
モ

明
治
二
十
三
年
予
輩
モ
亦
佐
渡
ノ
御
料
鉱
山
二
於
テ
中
央
精
煉
所
ノ
業
ヲ
開
始
シ
テ
各
地
ノ
鉱
山
ヨ
リ
種
々
ノ
鉱
石
ヲ
購
入
シ
テ
共
同
精
煉
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

術
ヲ
施
シ
テ
鉱
業
者
ノ
利
便
ヲ
図
り
タ
リ
キ
」
と
、
自
身
の
御
料
鉱
山
で
の
経
験
を
評
価
し
て
い
る
。

　
二
四
年
四
月
七
日
に
、
渡
辺
・
大
島
が
連
名
で
提
出
し
た
大
阪
製
錬
所
設
立
の
上
申
に
も
同
様
の
認
識
が
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
大
阪
製
錬
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

の
意
義
に
つ
い
て
、
「
民
業
諸
鉱
山
ヨ
リ
大
坂
二
輸
送
シ
来
ル
所
ノ
含
銀
鉛
ヲ
モ
～
種
ノ
新
法
二
十
テ
製
煉
ス
ル
時
ハ
、
鉛
中
二
残
留
ス
ル
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

銀
ヲ
収
ム
ル
ノ
利
益
ア
リ
。
之
レ
蕾
二
両
支
庁
ノ
得
心
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
民
業
鉱
山
二
与
フ
ル
利
益
モ
又
究
メ
テ
多
カ
ル
ベ
シ
」
と
い
う
点
を
挙
げ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
技
術
官
僚
ら
は
御
料
鉱
山
に
、
「
中
央
精
煉
所
」
と
し
て
未
熟
な
段
階
の
民
間
鉱
業
の
発
達
を
助
け
る
と
い
う
役
割
を
も
期

待
し
て
い
た
。

　
日
本
の
金
銀
山
は
幕
藩
制
期
に
既
に
富
鉱
帯
が
掘
り
尽
く
さ
れ
、
新
た
に
鉱
脈
を
求
め
て
探
鉱
・
掘
進
を
続
け
る
か
、
貧
鉱
中
に
含
ま
れ
る

金
銀
を
抽
出
す
る
か
の
二
つ
の
方
法
で
改
良
を
加
え
な
け
れ
ば
、
収
益
を
上
げ
つ
つ
存
続
す
る
こ
と
は
望
め
な
か
っ
た
。
前
者
は
民
間
で
も
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

治
の
比
較
的
早
く
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
た
が
、
後
者
は
依
然
と
し
て
不
充
分
な
段
階
で
あ
っ
た
。
技
術
官
僚
ら
は
御
料
鉱
山
に
お
い
て
、
貧
鉱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
鉱
津
の
中
に
ご
く
微
量
含
ま
れ
る
金
銀
を
分
離
し
、
そ
の
純
度
を
限
り
な
く
一
〇
〇
％
に
近
づ
け
る
こ
と
に
心
血
を
注
い
だ
。
こ
の
製
錬
技

術
が
応
用
さ
れ
れ
ば
、
旧
来
の
方
法
で
は
廃
棄
さ
れ
て
い
た
貧
鉱
や
鉱
津
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
御
料
局
だ
け
で
な
く
民
間
の
申
小

鉱
山
の
増
収
も
期
待
で
き
、
鉱
業
発
達
に
大
き
く
貢
献
す
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

・
更
に
、
「
中
央
精
煉
所
」
と
し
て
の
御
料
鉱
山
に
は
も
う
｛
つ
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
。
渡
辺
は
、
大
阪
製
錬
所
の
新
設
を
求
め
て
晶
川
に

あ
て
た
書
簡
の
中
で
、
「
銅
ハ
相
場
こ
て
売
行
有
之
候
得
共
、
金
銀
を
抽
収
セ
す
二
瀬
候
ハ
ア
マ
リ
馬
鹿
々
敷
到
底
生
等
の
心
経
が
許
し
不
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

候
二
付
、
一
日
モ
急
二
電
気
分
析
法
を
実
施
致
の
外
無
之
ト
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
渡
辺
は
、
日
本
産
銅
が
金
銀
を
抽
出
せ
ず
に
売
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却
さ
れ
て
い
る
現
状
を
問
題
畏
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
は
単
に
渡
辺
の
一
学
者
と
し
て
の
「
心
経
が
許
」
さ
な
い
程
度
の
問
題
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
掲
の
大
阪
製
錬
所
新
設
を
求
め
る
渡
辺
・
大
島
の
上
申
書
を
見
る
と
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

民
業
諸
鉱
山
ヨ
リ
大
坂
へ
輻
湊
ス
ル
処
ノ
銅
ハ
不
充
分
ナ
ル
方
法
二
依
リ
分
銅
ス
ル
ヲ
以
テ
猶
多
少
ノ
金
銀
ヲ
残
留
ス
ル
モ
其
舟
倉
銅
ト
シ
テ
外
国
へ
輸

出
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
之
レ
空
シ
ク
貴
重
ナ
ル
金
銀
ヲ
放
棄
ス
ル
ノ
姿
ニ
シ
テ
甚
タ
遺
憾
ノ
至
り
蓋
付
、
小
馬
銅
ハ
当
工
場
へ
～
時
買
上
、
金
銀
ヲ
採
収
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ノ
後
、
夫
々
販
売
二
付
ス
ベ
シ
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右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
中
央
精
煉
所
」
と
し
て
大
阪
製
錬
所
で
民
間
諸
鉱
山
か
ら
銅
鉱
を
買
い
取
り
製
錬
す
る
こ
と
に
は
、
海
外
へ
の
金

銀
の
流
出
を
防
ぐ
意
図
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
で
産
出
さ
れ
た
銅
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
輸
出
向
け
で
あ
り
、
日
本
の
総
輸
出
額
の
中
で
も
四
～
七
％
を
占
め
る
重
要
輸
出
品
困
の
一
つ

　
　
　
⑬

で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
銅
中
に
相
当
量
の
金
銀
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
国
家
に
と
っ
て
大
き
な
損
害
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
銅
の
品
位
が
悪

い
こ
と
は
、
B
本
産
銅
価
格
が
低
廉
に
抑
え
ら
れ
る
最
大
の
原
因
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
こ
の
よ
う
に
、
御
料
鉱
山
に
お
け
る
製
錬
事
業
は
単
に
「
宮
内
省
の
高
率
な
利
潤
追
求
の
一
環
で
も
あ
っ
た
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
以
上
の
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
た
。
技
術
官
僚
ら
は
大
蔵
省
時
代
に
引
き
続
き
御
料
鉱
山
の
改
良
・
拡
張
を
進
め
た
が
、
そ
の
運
営
に
お
い

て
は
、
民
間
鉱
業
に
対
す
る
模
範
・
勧
奨
の
論
理
が
強
く
表
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
編
入
時
に
松
方
が
求
め
て
い
た
よ
う
な
正
貨
原
料
確
保

の
論
理
も
忠
実
に
実
践
に
移
さ
れ
て
い
た
。
技
術
官
僚
ら
の
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
か
つ
て
工
部
省
・
大
蔵
省
に
お
い
て
挫
折
・
中
断
し
た
事

業
に
再
び
挑
戦
す
る
場
と
し
て
御
料
鉱
山
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
皇
室
財
産
で
国
家
の
活
動

を
代
替
・
補
完
す
る
と
い
う
方
向
性
に
お
い
て
、
編
入
時
の
松
方
に
見
ら
れ
た
皇
室
・
国
家
一
体
観
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
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①
「
皇
室
財
趨
設
定
論
」
に
関
し
て
は
前
掲
黒
田
書
、
鈴
木
正
幸
「
皇
室
財
産
論

　
考
（
上
）
」
「
同
（
下
ご
（
四
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
㎞
二
〇
〇
・
二
〇
一
号
、
一

　
九
九
〇
年
）
、
同
『
皇
室
制
度
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、
川
田
敬
一
隅
近

　
代
臼
本
の
国
家
形
成
と
皇
整
財
産
㎞
（
原
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
に
よ
り
整

　
理
さ
れ
て
い
る
。

②
「
松
方
伯
財
政
論
策
集
」
（
大
内
兵
衛
・
土
屡
喬
雄
編
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史

　
料
集
成
』
第
一
巻
、
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
二
年
）
五
三
五
～
五
三
六

　
頁
。

③
前
掲
川
田
書
五
〇
頁
、
坂
本
一
登
『
伊
藤
博
文
と
明
治
国
家
形
成
1
「
宮

　
中
」
の
制
度
化
と
立
憲
制
の
導
入
一
』
（
吉
揖
弘
文
館
、
一
九
九
～
年
）
一
三

　
五
頁
。

④
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
瞬
第
二
溝
川
三
節
、
年
表
一
～
九
頁
。

⑤
井
上
毅
書
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
傳
資
料
愚
論
嘉
（
國
學
院
大
學

　
図
書
館
、
一
九
六
六
年
）
三
一
＝
頁
。
「
国
体
」
は
「
建
国
の
謄
綜
「
固
有
ノ
政

　
体
」
な
ど
と
同
義
の
用
語
と
し
て
当
時
よ
く
用
い
ら
れ
た
。

⑥
鈴
木
正
幸
氏
が
門
皇
室
財
産
論
考
（
上
）
」
で
用
い
た
用
語
で
あ
る
。

⑦
『
井
上
毅
傳
資
料
篇
第
三
三
二
〇
～
三
二
～
二
頁
、
多
田
好
間
編
剛
岩
倉

　
公
実
記
　
下
巻
輪
（
原
書
房
、
一
九
六
八
年
）
八
一
＝
～
八
二
五
頁
。

⑧
鈴
木
m
皇
室
財
産
論
考
（
上
）
」
九
頁
。

⑨
　
同
右
。

⑩
工
部
省
に
お
け
る
官
有
鉱
山
払
下
げ
に
つ
い
て
は
前
掲
小
林
書
第
五
章
、
西
川

　
誠
「
佐
佐
木
高
行
と
工
部
省
」
（
『
工
部
省
と
そ
の
時
代
』
）
に
拠
る
。

⑪
　
七
年
隠
点
で
は
阿
仁
も
残
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
技
術

　
的
失
敗
に
よ
り
～
入
年
三
月
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
（
前
掲
小
林
書
、
＝
二
七
～
一

　
三
九
頁
）
。
残
っ
た
三
鉱
山
の
中
で
も
佐
渡
・
生
野
は
、
産
出
さ
れ
る
貴
金
属
が

　
貨
幣
原
料
の
重
要
な
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
特
に
重
視
さ
れ
た
（
高
村
直

　
助
「
官
営
鉱
山
と
貨
幣
原
料
」
噸
工
部
省
と
そ
の
時
代
㎞
）
。

⑫
門
佐
渡
生
野
両
鉱
山
官
行
継
続
之
件
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
魍
公
文
類
聚
㎞
器

－
1
1
－
⑳
闘
）
。

　
　
　
　
3

⑬
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』
入
五
一
頁
、
大
嶋
信
蔵
編
隅
大
島
高
任
行
実
拙
（
大

　
嶋
信
蔵
、
一
九
三
八
年
）
九
三
〇
頁
。

⑭
　
『
大
島
高
任
行
実
』
九
三
〇
～
九
三
二
頁
。

⑮
　
註
⑫
参
照
。

⑯
三
三
御
料
が
勅
定
さ
れ
る
の
は
壬
二
年
コ
月
で
あ
る
。
世
伝
御
料
勅
定
に
関

　
し
て
は
、
島
善
高
「
明
治
工
十
三
年
の
世
伝
御
料
勅
定
に
つ
い
て
」
（
『
早
稲
田
人

　
文
自
然
科
学
研
究
㎞
第
四
四
号
、
一
九
九
三
年
）
に
詳
し
い
。

⑰
鈴
木
「
皇
室
財
産
論
考
（
上
）
」
一
四
頁
。

⑱
　
同
右
。

⑲
麓
三
郎
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
増
補
版
㎏
（
三
菱
金
属
鉱
業
、
～
九
七
三
年
）

　
四
五
五
～
四
五
六
頁
、
『
大
島
高
任
行
実
』
九
三
二
～
九
三
三
頁
。

⑳
官
制
改
革
に
よ
り
帰
島
年
七
月
二
三
日
に
「
御
料
局
長
官
」
か
ら
「
御
料
局

　
長
」
と
改
称
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
一
貫
し
て
改
正
後
の
職
名
を
使
用

　
し
た
。

⑳
農
商
務
省
所
管
時
代
は
短
く
、
大
き
な
事
業
方
針
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、

　
工
部
省
時
代
の
延
長
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
掲
小
林
書
）
。

⑫
　
工
部
省
の
官
業
観
に
つ
い
て
は
、
前
掲
山
崎
二
論
文
、
前
掲
西
川
論
文
に
拠
る
。

⑬
　
出
目
田
由
巾
十
郎
コ
ニ
池
、
佐
渡
、
生
野
三
鉱
山
工
部
省
　
ヨ
リ
大
蔀
威
省
一
へ
移
用
営
セ
ラ

　
ル
ル
ニ
当
リ
其
経
営
方
針
ヲ
改
革
ス
ヘ
キ
意
見
（
明
～
九
、
一
・
九
）
」
（
『
松
方

　
家
文
書
㎞
3
2
R
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
七
年
）
。

⑳
　
前
掲
高
村
論
文
。

⑮
　
二
九
年
の
御
料
鉱
山
払
下
げ
に
際
し
、
渡
辺
・
中
沢
岩
太
・
和
田
維
四
郎
（
後

　
述
）
の
三
技
術
官
僚
が
提
出
し
た
意
見
書
の
中
で
は
、
「
御
料
財
産
と
な
り
て
は

　
利
益
を
永
遠
に
保
持
す
る
を
主
限
と
し
、
敢
て
一
時
に
多
額
の
産
出
を
需
め
ず
専

　
ら
鉱
業
の
基
礎
を
し
て
輩
固
安
全
な
ら
し
む
る
の
計
画
を
為
せ
り
」
と
述
べ
ら
れ
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て
い
る
（
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
増
補
版
㎞
四
九
六
買
）
。

⑳
　
明
帝
蜜
林
野
局
五
十
年
史
㎞
七
三
頁
。

⑳
　
佐
渡
の
改
良
・
拡
張
政
策
に
関
し
て
は
、
王
佐
渡
金
銀
山
史
話
　
増
補
版
㎞
四

　
六
七
～
四
六
九
頁
、
神
田
礼
治
「
日
本
鉱
業
会
の
創
立
よ
り
今
日
ま
で
」
（
『
日
本

　
鉱
業
会
誌
』
第
五
九
七
号
、
一
九
三
五
年
）
八
一
～
八
三
頁
に
詳
し
い
。

⑱
　
大
島
道
太
郎
「
生
野
鉱
山
鉱
業
改
良
意
見
書
」
（
日
本
鉱
業
史
料
集
刊
行
委
員

　
会
食
『
生
野
鉱
山
鉱
業
改
良
意
見
書
等
』
白
亜
書
房
、
一
九
八
一
年
、
三
～
三
七

　
頁
）
。

⑳
　
咽
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
㎞
八
六
一
頁
。

⑳
　
欄
官
報
㎞
明
治
二
四
年
七
月
一
七
日
。

⑳
　
渡
辺
即
時
鉱
業
経
営
二
就
テ
」
（
『
日
本
鉱
業
会
誌
』
第
二
五
二
号
、
一
九
〇
六

　
年
）
～
〇
三
頁
。

⑳
　
同
右
。

⑳
史
料
で
は
、
門
製
錬
」
「
製
煉
“
「
精
煉
」
等
の
表
記
が
混
在
し
て
い
る
が
、
引

　
用
外
の
本
文
で
は
一
貫
し
て
門
製
錬
」
と
表
記
す
る
。

⑳
「
鉱
石
購
買
手
続
」
（
凹
官
報
』
明
治
二
四
年
一
月
一
〇
日
）
。

⑮
　
「
鉱
石
購
買
之
義
二
付
伺
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
御
料
局
例
規
録
　
三
」
明

　
治
二
三
年
、
5
7
8
3
－
3
）
。

⑳
　
前
掲
渡
辺
論
説
、
～
〇
四
頁
。

第
二
章
　
御
料
鉱
山
事
業
の
方
針
転
換

1

⑳
　
同
右
。
な
お
鉱
石
購
買
手
続
に
碁
つ
い
て
買
鉱
製
錬
を
開
始
し
た
の
は
二
四
年

　
で
あ
る
。

曾
　
「
大
坂
製
煉
所
新
設
ノ
儀
上
申
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
御
料
局
例
規
録

　
一
」
明
治
二
四
年
、
5
7
8
4
－
1
）
。

⑲
　
明
治
初
期
の
非
鉄
金
属
鉱
業
の
状
況
に
つ
い
て
は
主
に
㎎
佐
渡
金
銀
山
史
話

　
増
補
版
㎞
を
、
民
間
鉱
山
で
の
近
代
的
採
鉱
・
製
錬
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
は
、

　
武
田
晴
人
魍
日
本
産
銅
業
際
㎞
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
、
内
藤
隆
夫

　
「
明
治
期
佐
渡
鉱
山
の
製
錬
部
門
に
お
け
る
技
術
導
入
“
（
『
北
海
道
大
学
経
済
学

　
研
究
㎞
第
六
二
巻
、
第
三
号
、
二
〇
～
三
年
）
を
参
考
に
し
た
。

⑳
渡
辺
渡
「
佐
渡
鉱
山
沈
澱
製
煉
法
摘
要
」
（
『
日
本
鉱
業
会
誌
』
第
一
二
七
号
、

　
一
八
九
五
年
）
三
三
九
頁
。
金
銀
の
製
錬
技
術
に
関
し
て
は
前
掲
内
藤
論
文
の
ほ

　
か
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
シ
ン
ガ
ー
ほ
か
編
・
田
辺
振
太
郎
訳
編
『
技
術
の
歴
史
7

　
産
業
革
命
　
上
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
）
に
拠
る
。

⑳
明
治
（
二
四
）
年
二
月
一
四
顔
付
品
川
弥
二
郎
宛
渡
辺
渡
書
簡
（
「
生
野
・
佐

　
渡
鉱
山
等
興
業
費
」
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
品
川
弥
二
郎
関
係

　
文
書
（
そ
の
一
）
畜
類
の
部
」
R
5
4
－
鷹
）
。

⑫
註
⑳
参
照
。

⑬
前
掲
武
田
轡
、
第
二
章
一
。

⑭
　
小
林
「
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
、
大
阪
製
煉
所
の
払
下
げ
」
八
六
頁
。

品
川
御
料
局
長
の
戸
倉
鉱
山
・
王
子
製
造
所
編
入
工
作
と
「
民
業
の
妨
」
論

技
術
官
僚
ら
の
改
良
・
拡
張
事
業
を
側
面
か
ら
支
え
て
い
た
の
は
品
川
御
料
局
長
で
あ
っ
た
。
品
川
は
御
料
鉱
山
事
業
を
技
術
官
僚
ら
に
一
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任
し
、
自
ら
も
局
長
と
し
て
の
権
能
と
自
身
の
政
治
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
で
改
良
・
拡
張
事
業
を
支
え
た
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
事
例
が
、

明
治
二
一
二
（
｝
八
九
〇
）
年
の
細
倉
鉱
山
・
王
子
製
造
所
編
入
工
作
で
あ
る
。

　
品
川
は
二
三
年
二
月
初
頭
か
ら
王
子
製
造
所
（
以
下
、
王
子
）
・
細
倉
鉱
山
（
以
下
、
細
書
）
に
目
を
つ
け
、
皇
室
財
産
編
入
を
諸
方
に
諮
っ
て

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
た
。
王
子
は
大
蔵
省
印
糊
局
抄
紙
冷
製
薬
課
所
管
の
薬
品
製
造
工
場
で
あ
り
、
義
倉
は
全
国
有
数
の
鉛
鉱
山
で
主
に
民
間
で
開
発
が
進
め
ら

　
　
　
③

れ
て
い
た
。
王
子
に
つ
い
て
は
渡
辺
佐
渡
支
庁
長
も
熱
心
に
編
入
を
求
め
て
お
り
、
細
帯
に
つ
い
て
も
「
日
本
無
比
の
大
島
、
渡
辺
の
両
鉱
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

学
士
、
其
外
〔
農
商
務
省
〕
鉱
山
周
長
和
田
門
派
四
郎
〕
等
も
保
証
付
の
山
霊
、
立
派
ナ
ル
御
料
の
御
財
産
と
存
し
」
て
い
た
。
品
川
は
、
技

術
官
僚
ら
の
保
証
を
根
拠
に
編
入
の
必
要
を
説
い
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
佐
渡
支
庁
は
金
の
製
錬
工
程
に
用
い
る
硫
酸
を
主
に
王
子
に
頼
っ
て
お
り
、
そ
の
購
入
量
は
王
子
製
硫
酸
の
過
半
を
占
め
て
い
た
。
細
倉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

主
に
鉛
・
亜
鉛
を
産
出
す
る
鉱
山
で
あ
っ
た
が
、
鉛
は
自
然
状
態
で
は
銀
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
少
量
で
も
高
価
な
銀
を
抽
出
す
れ
ば

十
分
類
収
益
が
見
込
ま
れ
た
。
王
子
・
細
倉
編
入
工
作
は
、
御
料
鉱
山
に
お
け
る
産
銀
・
銀
製
錬
事
業
の
規
模
を
よ
り
拡
張
す
る
目
的
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
品
川
は
松
方
に
「
王
子
製
薬
所
之
事
件
も
、
貯
蔵
品
迄
、
無
代
御
譲
渡
シ
ノ
コ
迄
甘
へ
」
協
力
を
求
め
た
が
、
王
子
・
細
倉
移
管
に
は
民
業

の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
反
対
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
反
対
の
急
先
鋒
は
、
伊
藤
博
文
で
あ
っ
た
。

　
伊
藤
が
御
料
鉱
山
事
業
に
容
喚
し
え
た
の
は
、
経
済
協
議
員
と
し
て
皇
室
経
済
会
議
出
席
資
格
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
経
済
協
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
は
、
二
二
年
三
月
＝
日
に
「
皇
室
財
政
に
関
す
る
諸
般
の
商
議
に
参
与
せ
し
む
」
旨
の
御
沙
汰
を
賜
っ
た
三
条
実
美
・
伊
藤
博
文
・
松
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

正
義
の
三
人
で
あ
り
、
二
二
年
八
月
三
日
裁
可
の
皇
室
経
済
会
議
規
程
に
よ
り
「
特
二
撰
定
セ
ラ
レ
タ
ル
経
済
協
議
員
」
と
称
さ
れ
、
「
皇
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

財
政
ヲ
維
持
ス
ル
為
メ
経
済
ノ
基
礎
方
針
規
矩
利
害
等
緊
要
ノ
事
件
ヲ
商
議
ス
ル
」
皇
室
経
済
会
議
へ
の
参
加
資
格
を
有
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
皇
室
経
済
協
議
員
の
反
対
に
よ
り
、
王
子
・
細
倉
編
入
が
阻
止
さ
れ
る
可
能
性
も
十
分
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
品
川
が
ま
ず
松
方
に
協
力
を
依
頼
し
た
の
は
、
彼
が
王
子
の
改
廃
権
を
持
つ
蔵
相
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
済
協
議
員
で
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
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る
。
し
か
し
同
じ
く
経
済
協
議
員
で
あ
る
伊
藤
が
強
く
反
対
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
他
の
皇
室
経
済
会
議
構
成
員
で
あ
る
宮
内
省
官
僚
ら
が
編

入
慎
重
論
に
傾
く
可
能
性
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
品
川
が
「
小
田
原
風
ブ
ウ
く
吹
カ
レ
て
ハ
、
や
じ
〔
品
川
の
自
称
〕
ハ
頓
着
不
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

候
得
共
、
「
民
業
之
妨
」
ト
申
、
よ
き
題
名
有
之
候
問
、
宮
内
省
中
等
、
種
々
の
議
論
起
り
て
ハ
困
リ
申
候
」
と
困
惑
し
た
こ
と
か
ら
う
か
が

え
る
。
そ
こ
で
品
川
は
松
方
に
王
子
の
件
で
伊
藤
の
説
得
を
要
請
し
、
細
倉
に
つ
い
て
は
渡
辺
・
和
田
維
四
郎
（
後
述
）
両
技
術
官
僚
を
使
っ

て
、
民
業
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
こ
と
、
確
か
な
収
益
が
見
込
め
る
こ
と
な
ど
を
学
問
的
見
地
か
ら
論
じ
、
伊
藤
を
説
き
伏
せ
よ
う
と
し
た
。
し

か
し
、
伊
藤
は
容
易
に
承
諾
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
品
川
が
松
方
に
伊
藤
の
説
得
を
依
頼
し
て
い
た
一
｝
日
か
ら
一
七
日
の
間
、
細
倉
鉱
山
の
編
入
は
宮
内
省
議
で
否
決
さ
れ
た
。
品
川
は
「
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

二
遺
憾
二
存
世
態
共
、
此
上
ハ
何
も
不
申
出
候
、
王
子
硫
酸
之
事
響
く
れ
み
＼
も
伊
藤
へ
御
相
談
被
髪
候
」
と
王
子
編
入
だ
け
で
も
実
現
さ
せ

よ
う
と
再
び
松
方
に
協
力
を
求
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、
一
一
月
二
八
日
に
王
子
製
造
所
は
御
料
局
に
編
入
さ
れ
、
三
月
に
は
佐
渡
支
庁
附
属
王
子
硫
酸
製
造
所
と
改
め
ら
れ

⑮た
。
所
長
に
は
、
ド
イ
ツ
留
学
の
後
帝
大
工
科
大
学
教
授
と
な
っ
た
冶
金
学
者
で
あ
り
、
大
蔵
省
所
管
時
代
は
印
刷
局
抄
紙
製
薬
課
に
勤
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
た
経
歴
を
持
つ
中
沢
岩
太
が
抜
擢
さ
れ
た
。
渡
辺
・
大
島
と
同
じ
く
、
学
者
と
し
て
の
経
歴
と
大
蔵
省
勤
務
の
経
験
が
採
用
に
つ
な
が
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
品
川
は
御
料
鉱
山
を
佐
渡
・
生
野
の
み
に
限
定
す
る
考
え
は
な
く
、
そ
の
経
営
に
関
連
の
深
い
鉱
山
・
工
場
を
も
編
入
し
、

事
業
規
模
の
拡
大
を
図
っ
て
い
た
。
そ
の
｝
方
で
、
既
に
編
入
の
一
年
後
の
こ
の
時
期
に
、
宮
内
省
や
経
済
協
議
員
の
中
に
は
御
料
鉱
山
の
拡

張
に
慎
重
な
意
見
が
生
じ
始
め
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
が
自
説
の
根
拠
と
し
て
用
い
た
の
が

「
民
業
の
妨
」
論
で
あ
っ
た
。
鈴
木
正
幸
氏
は
、
御
料
鉱
山
が
民
間
鉱
業
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
意
見
を
、
日
清
戦
争
後
の
「
国
民
の
天
皇
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

運
動
に
特
有
の
議
論
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
誤
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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「
民
業
の
妨
」
論
は
し
か
し
、
あ
く
ま
で
「
よ
き
題
名
」
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
改
良
・
拡
張
方
針
に
必
要
な
興
業
費
に
対
す
る
疑
念
が

存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
第
2
表
の
一
、
2
は
品
川
が
御
料
局
長
と
し
て
一
年
間
御
料
局
事
業
を
総
理
し
た
明
治
二
三
年
の
御
料
局
の
決
算
書
で
あ
る
。
御
料
局
事
業

2

品
川
御
料
局
長
時
代
の
御
料
局
収
支

第2表　明治23年度御料局決算表

1，歳入の部

歳入（円）
総額に占める劉合
@　　（％）

本局収入 46，325，253 6．3

御資部より移入金 342，959，575 46．9

土地月一入 12，llO，883 1．7

山林収入 236，046，910 32．2

鉱山収入 92，658，784 12．7

土地建物払下げ収入 1，780，901 0．2

過年度収入 9，635 0．0

総　計 731，901，941

注ユ：「明治二十三年度　御料二二出納決算書」（宮内庁書陵部所蔵
　　「会計予算決算録二」帝室林野局，明治23年，5753－2）より作成。

注2：歳入はt過誤収入分署出額を差し引いた額である。
注3：総額に占める割合は，小数第二位を端数処理している。

2．歳出の部

歳出（円）
総額に占める割合
@　　（％）

本局費 27，761，208 5．0

土地費 16，105，356 2．9

山林費 201，175，889 36．3

鉱山興業費 173，105，627 31．2

株券購入費 15，400，000 2．8

株券払込費 66，187，000 11．9

御料地増設費 54，999，244 9．9

総　計 554，734，324

注1：「明治二十三年度　御料二二出納決算轡」（窟内庁書陵部所蔵
　　「会計予算決算録二」帝室林野周，明治23年，5753－2）より作成。

注2：歳出は，過誤支出分返納額を差し引いた額である。

注3：総額に占める割合は，小数第二位を端数処理している。
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　　　　’
明治二〇年代における皇室財産運営の特徴及びその変容（池田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
収
入
は
全
て
御
料
地
経
営
費
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
両
表
を
対
照
す
る
と
品
川
局
長
時
代
の
御
料
局
の
経
営
状
態
を
知
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
で
き
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
品
川
局
長
時
代
の
御
料
局
の
収
支
は
全
体
で
は
一
七
万
円
余
り
の
里
…
字
で
は
あ
る
が
、
御
資
部
よ
り
の
移
入
金

が
三
四
万
円
余
と
総
収
入
額
の
半
分
近
く
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
決
算
書
は
、
純
粋
な
御
料
地
事
業
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
だ
け
で
は

支
出
を
賄
い
き
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
次
い
で
山
林
収
入
が
多
い
。
鉱
山
収
入
は
全
体
の
一
三
％
弱
に
止
ま
る
の
に
対
し
、
支
離
は
全
体
の
三
一
％
強
を
占
め
て
い
る
。
鉱

山
会
計
は
独
立
会
計
で
は
な
い
が
、
各
部
門
の
経
営
状
態
を
考
え
る
た
め
に
仮
に
鉱
山
収
入
に
鉱
山
興
業
費
を
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
約
八
万

円
の
赤
字
と
な
っ
て
し
ま
う
。
本
局
収
入
に
対
す
る
本
周
年
、
山
林
収
入
に
対
す
る
山
林
費
は
里
…
字
で
あ
り
、
土
地
収
入
に
対
す
る
土
地
費
、

土
地
建
物
払
下
げ
代
に
対
す
る
新
設
御
料
地
費
の
赤
字
は
合
わ
せ
て
も
五
万
円
強
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
御
料
地
収
入
だ
け
で
は
品
川
局
長
時
代
の
御
料
局
経
営
は
赤
字
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
大
き
な
原
因
は
鉱
山
に
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
技
術
官
僚
ら
は
こ
の
よ
う
な
状
態
は
創
業
期
ゆ
え
の
　
時
的
な
入
用
多
端
に
よ
る
も
の
で
、
初
期
投
資
を
惜
し
ま
な
け
れ
ば
御

料
鉱
山
の
将
来
性
は
大
い
に
あ
る
も
の
と
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
の
初
期
投
資
が
完
了
す
る
ま
で
に
は
長
い
年
月
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

渡
辺
の
計
画
で
は
、
佐
渡
の
改
良
拡
張
工
事
は
二
四
年
か
ら
三
〇
年
ま
で
か
か
り
、
興
業
費
の
償
還
に
は
更
に
三
年
が
必
要
と
さ
れ
た
。
生
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
見
通
し
が
立
て
ら
れ
た
。
品
川
は
こ
の
よ
う
な
改
良
・
拡
張
政
策
に
理
解
を
示
し
、
そ
の
推
進
に
協
力
し
た
が
、
宮
内

省
・
皇
室
経
済
会
議
で
の
風
当
り
は
強
く
な
る
　
方
で
あ
っ
た
。

3

岩
村
御
料
局
長
の
就
任
と
縮
小
路
線
の
台
頭

そ
の
よ
う
な
中
、
品
川
は
明
治
二
四
年
六
月
二
日
、
第
二
次
松
方
内
閣
の
内
務
大
臣
に
任
命
さ
れ
る
。
国
務
大
臣
と
宮
中
ポ
ス
ト
の
兼
任
は
で

き
な
い
た
め
、
品
川
は
御
料
局
を
離
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
が
、
御
料
局
長
に
執
着
を
も
つ
品
川
は
こ
れ
を
拒
否
し
、
内
相
拝
命
と
同
時
に
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⑬

辞
表
を
出
し
て
那
須
塩
原
へ
逃
亡
し
た
。

　
後
任
御
料
局
長
に
土
佐
出
身
の
岩
村
通
俊
が
就
任
し
た
直
後
の
六
月
九
日
、
佐
渡
の
渡
辺
は
品
川
に
一
通
の
書
簡
を
呈
し
た
。
そ
の
中
で
渡

辺
は
「
其
後
新
聞
紙
上
岩
村
氏
御
料
局
長
二
任
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
報
道
二
三
シ
甚
不
安
意
二
食
シ
、
何
レ
閣
下
6
何
ト
カ
其
理
由
御
選
シ
被
下
押

　
　
　
　
　
　
　
㊧

コ
ト
日
々
相
待
居
候
」
と
、
岩
村
新
局
長
就
任
に
対
す
る
不
安
を
洩
ら
し
た
。
ま
た
「
何
分
新
聞
紙
上
種
々
ノ
批
評
ア
リ
テ
庁
員
モ
充
分
当
意

　
　
　
⑮

不
買
模
様
」
と
い
う
よ
う
に
、
庁
員
も
同
様
の
様
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
渡
辺
は
庁
員
ら
に
百
方
説
諭
し
安
心
さ
せ
て
い
た
が
、
晶
川

に
対
し
「
閣
下
ト
新
局
長
ト
ノ
関
係
ハ
如
何
ナ
ル
有
様
中
巻
や
。
内
々
御
洩
シ
被
下
記
奉
書
候
。
其
御
返
報
次
第
ニ
チ
ハ
生
半
も
大
二
覚
期
ス

　
　
　
⑯

ル
処
二
候
」
と
懇
願
し
た
。

　
実
際
六
月
七
日
の
『
新
潟
薪
聞
』
で
は
「
岩
村
氏
果
し
て
品
川
子
の
志
を
次
ぎ
て
其
の
計
画
を
成
就
す
る
や
。
或
は
云
ふ
。
品
川
子
は
御
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

局
長
の
後
任
に
就
て
心
に
平
か
な
る
能
は
ず
、
遂
に
内
務
大
臣
を
辞
せ
ん
と
す
る
の
決
心
あ
り
と
」
と
、
品
川
の
辞
表
提
出
が
岩
村
御
料
局
長

へ
の
不
満
か
ら
な
さ
れ
た
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
た
。
御
料
鉱
山
の
地
元
で
は
岩
村
が
局
長
に
就
任
す
る
こ
と
で
、
品
川
時
代
の
事
業
方
針
が

変
更
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
。

　
実
際
、
品
川
は
後
任
が
誰
で
あ
れ
、
自
身
が
御
料
局
を
離
れ
る
こ
と
に
一
方
な
ら
ぬ
不
安
を
抱
い
て
い
た
。
品
川
は
、
逃
亡
先
の
那
須
か
ら

生
野
の
大
島
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
内
相
拝
命
に
よ
り
「
何
事
も
水
泡
二
相
成
候
勢
ト
ナ
リ
、
イ
カ
ニ
モ
老
兄
井
渡
辺
二
対
シ
気
ノ
毒
二
子

　
⑳へ

ず
」
と
無
念
さ
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
品
川
の
無
念
の
背
景
に
は
「
大
坂
ノ
事
其
他
ト
モ
ニ
や
じ
退
き
候
上
ハ
困
難
ナ
ル
事
御
身
の
上
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

集
り
候
半
ト
夫
ノ
ミ
御
所
難
く
奉
存
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
身
が
去
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
責
任
を
持
っ
て
実
行
さ
せ
て
い
た
改
良
・
拡
張

路
線
の
継
続
が
困
難
に
な
る
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
渡
辺
が
先
に
示
し
た
書
簡
の
中
で
「
生
等
も
大
二
覚
期
ス
ル
処
」
と
言
っ
て

い
た
の
も
、
今
ま
で
の
方
針
が
変
更
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
御
料
局
を
去
る
覚
悟
も
あ
る
と
い
う
含
意
で
あ
っ
た
。

　
結
局
品
川
は
、
彼
の
後
を
追
っ
て
那
須
入
り
し
た
山
縣
有
朋
・
平
田
東
助
に
説
得
さ
れ
帰
京
し
、
内
相
拝
命
を
受
諾
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
際
岩
村
に
「
こ
れ
迄
之
計
画
は
元
と
よ
り
寸
分
も
変
更
す
る
事
は
や
じ
は
致
さ
ぬ
覚
悟
、
然
る
に
銘
々
遣
り
方
は
違
ふ
も
の
な
れ
ば
御
気
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⑳

に
叶
は
ぬ
事
も
万
々
可
有
之
候
欝
欝
、
万
一
細
大
と
も
御
変
更
の
事
は
何
事
も
一
応
の
御
内
談
は
相
受
け
度
奉
願
書
」
と
い
う
よ
う
に
、
御
料

局
事
業
を
変
更
し
な
い
こ
と
、
万
一
変
更
を
要
す
る
際
は
事
前
に
相
談
を
す
る
こ
と
の
二
条
件
を
突
き
つ
け
た
。

　
品
川
を
内
相
の
職
務
に
専
念
さ
せ
る
た
め
に
も
、
政
府
は
右
の
条
件
に
つ
き
多
少
の
譲
歩
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
品
川
が
求
め

た
第
一
の
条
件
で
あ
る
、
従
来
の
事
業
計
画
の
不
変
更
に
つ
い
て
は
、
一
〇
日
、
伊
藤
が
杉
に
対
し
「
此
際
ハ
御
料
周
之
事
業
沢
上
モ
其
儘
二

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ナ
シ
措
カ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
岩
村
に
「
懇
篤
心
意
置
」
い
た
旨
を
伝
え
た
。
王
子
・
細
事
の
～
件
で
、
品
川
の
御
料
鉱
山
拡
張
方
針
に
批
判
的

で
あ
っ
た
伊
藤
が
、
岩
村
を
説
得
す
る
側
に
回
る
決
め
手
と
な
っ
た
の
が
、
同
日
朝
の
御
料
局
主
事
佐
々
木
陽
太
郎
の
陳
述
で
あ
っ
た
。
佐
々

木
は
、
伊
藤
に
品
川
の
様
子
を
尋
ね
ら
れ
た
際
、
岩
村
も
居
合
わ
せ
る
申
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

明治二〇年代における皇室財産運営の特徴及びその変容（池田）

何
レ
ニ
モ
是
迄
之
事
業
之
事
ハ
、
其
儘
ニ
ナ
シ
置
ク
方
可
然
。
且
其
儘
二
置
ク
ト
モ
、
必
ス
是
所
二
差
支
ヲ
来
シ
、
彼
所
二
見
込
ノ
豊
里
ヲ
生
シ
、
支
庁
其

他
ヨ
リ
申
立
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
事
出
来
ス
ヘ
シ
。
其
時
ハ
品
川
子
爵
ト
錐
モ
不
帯
止
変
更
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ
。
故
二
二
ヨ
リ
変
更
ヲ
要
ス
ル
事
ア
ル
迄
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
⑬

其
儘
ニ
ナ
シ
措
方
可
然

こ
の
よ
う
に
、
佐
々
木
は
品
川
の
感
情
に
配
慮
し
て
当
分
事
業
方
針
を
変
更
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
伝
え
な
が
ら
も
、
将
来
的
な
変
更
も
匂
わ

せ
て
伊
藤
・
岩
村
の
意
を
汲
ん
だ
提
案
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
品
川
の
出
し
た
も
う
一
つ
の
条
件
で
あ
る
、
御
料
局
事
業
を
変
更
す
る
際
の
相
談
に
つ
い
て
は
、
既
に
品
川
帰
京
前
に
政
府
首
脳
部
・

宮
内
省
問
で
策
が
練
ら
れ
て
い
た
。
当
初
は
土
方
宮
相
・
伊
藤
間
、
松
方
・
山
縣
・
野
村
墨
画
で
、
品
川
を
宮
内
省
御
用
掛
に
採
用
す
る
案
が

　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
岩
村
が
こ
れ
を
一
蹴
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
史
料
も
残
っ
て
い
る
。
そ
の
後
土
方
の
動
き
が
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
奏
し
、
品
川
は
一
〇
日
に
皇
室
経
済
顧
問
（
以
下
、
経
済
顧
問
）
に
任
命
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
品
川
は
御
料
局
事
業
を
大
き
く
変
更
す
る
よ

う
な
事
態
に
も
一
応
の
対
処
は
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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し
か
し
技
術
官
僚
ら
の
岩
村
新
局
長
へ
の
不
信
感
は
消
え
ず
、
七
月
に
入
っ
て
間
も
な
く
渡
辺
・
大
島
・
中
沢
の
三
人
が
品
川
転
任
に
呼
応

す
る
形
で
辞
表
を
提
出
し
た
。
三
技
術
官
僚
が
辞
表
を
提
出
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
十
分
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
伊
藤
博
文
宛
杉
並
七
郎
書
簡

に
よ
れ
ば
、
大
蔵
省
か
ら
会
計
主
任
と
し
て
御
料
局
に
出
向
し
て
い
た
御
用
掛
吉
田
市
十
郎
と
の
談
話
を
発
端
と
し
、
品
川
が
岩
村
に
「
妙
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

感
情
を
惹
起
」
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
八
日
、
就
任
早
々
の
品
川
ら
経
済
顧
問
を
招
い
て
皇
室
経
済
会
議
が
開
か
れ
た
。
注
目
す
べ
き
は
技
術
官
僚
三
人
の
後
任
論
議
も
ま
だ
き
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
こ
で
「
両
鉱
山
事
業
継
続
否
哉
」
が
議
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
の
新
聞
記
事
で
あ
る
が
、
岩
村
は
就
任
早
々
御
料
鉱
山
の
払
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

げ
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
杉
も
「
抑
御
料
局
所
轄
鉱
山
大
事
業
之
儀
は
此
際
始
来
相
輔
導
方
好
機
会
と
考
候
へ
共
、
容

　
　
　
　
　
　
　
⑪

易
に
口
出
し
不
相
成
」
と
表
明
し
て
い
た
。
大
澤
覚
氏
は
、
「
当
局
か
ら
す
れ
ば
、
鉱
山
部
門
を
払
い
下
げ
る
と
い
う
こ
と
は
2
8
年
目
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
ま
だ
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
見
れ
ば
そ
の
誤
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。
御
料
局
山
林
技
師
で
あ
っ
た
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

崎
政
忠
は
、
当
時
宮
内
省
内
に
「
ア
ン
チ
品
川
」
と
も
い
う
べ
き
雰
囲
気
が
あ
っ
た
こ
と
を
後
に
回
顧
し
て
い
る
。
当
初
は
政
府
の
強
い
意
向

に
よ
っ
て
御
料
局
に
移
管
さ
れ
た
両
鉱
山
だ
が
、
品
川
局
長
時
代
を
通
じ
て
当
局
内
部
に
は
そ
の
方
針
に
疑
問
を
持
つ
者
が
現
れ
始
め
て
い
た
。

岩
村
新
局
長
の
就
任
は
、
こ
の
よ
う
な
気
運
が
噴
出
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
御
料
鉱
山
は
、
皇
室
財
産
と
し
て

も
は
や
絶
対
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
当
時
は
ま
だ
御
料
鉱
山
廃
止
論
は
圧
倒
的
で
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
会
議
で
は
問
題
の
発
端
で
あ
っ
た
吉
田
市
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

郎
の
解
任
が
決
定
さ
れ
た
の
み
に
止
ま
っ
た
よ
う
で
、
技
術
官
僚
三
人
は
留
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
岩
村
は
技
術
官
僚

ら
の
進
め
る
計
画
の
大
き
な
壁
と
な
っ
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
に
引
用
す
る
二
六
年
一
月
九
日
付
の
品
川
宛
渡
辺
書
簡
に

よ
り
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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生
野
の
事
ハ
、
今
更
彼
是
差
脚
上
候
。
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
磨
の
働
き
ハ
数
年
来
佐
渡
こ
て
使
用
築
上
候
二
付
、
之
を
不
知
大
島
ニ
ハ
無
之
候
得
共
、
命
令
的
二



利
益
予
算
を
減
少
セ
シ
メ
、
強
て
理
由
を
製
造
の
上
、
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
云
々
の
穽
二
陥
り
誠
二
気
の
毒
之
至
二
御
座
候
。
併
し
生
野
ハ
佐
渡
山
と
異
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
薪
山
の
事
故
、
他
日
二
黒
リ
候
ハ
・
、
本
局
之
病
覚
も
本
日
と
ハ
正
反
対
二
相
成
、
其
時
分
二
佐
渡
が
い
じ
め
ら
れ
ぬ
様
注
意
が
肝
要
と
存
候

至

明治二〇年代における皇室財産運営の特徴及びその変容（池田〉

こ
れ
を
み
る
と
、
特
に
大
島
の
拡
張
主
義
が
岩
村
の
不
興
を
買
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
」
「
ハ
ン
テ
ン

ト
ン
磨
」
と
は
、
選
鉱
工
程
に
使
わ
れ
る
粉
砕
機
で
あ
る
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
磨
鉱
機
を
指
す
。
岩
村
は
大
島
の
拡
張
予
算
に
対
し
、
「
命
令
的
二

利
益
予
算
を
減
少
セ
シ
メ
」
た
上
で
、
予
想
通
り
に
収
益
が
上
が
ら
な
い
と
無
理
や
り
理
由
を
作
っ
て
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
磨
藩
学
に
責
任
転
嫁
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
磨
は
そ
の
登
場
以
前
に
広
く
選
鉱
工
程
に
用
い
ら
れ
て
い
た
掲
鉱
油
に
比
べ
四
分
の
　
の
馬
力
で
稼
働
で
き
た
が
、
小
粒
の

鉱
石
し
か
砕
け
な
い
点
、
一
時
間
の
砕
鉱
高
が
劣
る
点
、
職
工
費
・
燃
料
費
等
が
高
い
点
な
ど
難
点
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
佐
渡
で
は
野
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

法
の
併
用
に
よ
っ
て
こ
の
弱
点
は
補
っ
て
余
り
あ
る
と
考
え
使
用
を
継
続
し
た
。
佐
渡
で
の
経
験
を
踏
ま
え
生
野
で
も
同
様
の
方
針
が
と
ら
れ

た
が
、
岩
村
は
技
術
官
僚
ら
の
説
明
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
渡
辺
は
こ
の
よ
う
な
岩
村
の
不
満
の
矛
先
と
な
っ
て
い
る
大
島
を
「
誠
二
気
の
毒
二
言
」
と
嘆
じ
る
も
、
生
野
は
佐
渡
と
違
い
新
山
の
た
め

可
能
性
も
大
い
に
あ
る
と
み
て
お
り
、
「
他
日
二
至
リ
候
ハ
・
、
本
周
之
御
覚
も
本
日
と
ハ
正
反
対
二
相
成
、
其
時
分
二
佐
渡
が
い
じ
め
ら
れ

ぬ
様
注
意
が
肝
要
〔
傍
線
筆
者
註
ご
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
辺
の
表
現
か
ら
も
、
鉱
山
拡
張
事
業
が
岩
村
の
目
の
上
の
瘤
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

①
明
治
（
二
三
）
年
二
月
三
日
付
松
方
正
義
宛
品
州
弥
二
郎
書
簡
で
は
、
細
倉
に

　
つ
い
て
「
今
朝
ハ
、
細
倉
鉱
山
ヲ
御
料
局
へ
御
買
入
レ
一
件
賄
付
、
御
賛
成
を
得

　
欝
欝
メ
、
御
官
舎
へ
罷
出
候
処
、
未
タ
御
帰
籍
無
漏
と
の
事
二
付
、
吉
井
殿
へ
立

　
寄
り
、
委
細
依
願
致
シ
偏
と
報
告
し
て
い
る
（
松
方
峰
雄
ほ
か
編
欄
松
方
正
義
関

　
係
文
香
島
第
八
巻
、
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
八
七
年
、
三
一
九
頁
）
。

②
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
㎞
八
五
八
頁
、
隅
印
刷
局
沿
革
録
・
印
刷
局
沿
革
追

　
録
㎞
　
（
龍
渓
書
八
口
、
二
〇
〇
〇
年
・
）
。

③
俊
藤
典
正
『
細
倉
鉱
山
史
臨
（
三
菱
金
属
鉱
業
株
式
会
社
細
倉
鉱
業
所
、
｝
九

　
六
四
年
）
七
五
頁
。

④
前
掲
明
治
（
二
三
）
年
二
月
三
日
付
松
方
正
義
宛
品
川
弥
二
郎
轡
簡
、
三
一
九
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頁
。

⑤
同
右
。
王
子
で
は
、
紙
の
漂
白
・
調
合
に
用
い
る
硫
酸
・
藤
達
・
晒
粉
を
製
造

　
し
て
い
た
（
印
刷
局
編
隅
印
刷
局
五
十
年
略
史
㎞
印
刷
局
、
一
九
一
＝
年
、
三
三

　
～
四
〇
頁
、
日
本
印
刷
学
会
編
㎎
印
構
事
典
㎞
大
蔵
省
黒
棚
局
、
～
九
五
八
年
）
。

⑥
前
掲
シ
ン
ガ
ー
編
著
、
第
四
章
八
節
。

⑦
明
治
（
二
邑
年
二
月
＝
日
付
松
方
正
義
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
㎎
松
方
正

　
義
関
係
文
誉
』
第
八
巻
V
三
一
八
頁
。

⑧
宮
内
庁
編
欄
明
治
天
皇
紀
』
第
七
（
吉
廻
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
）
二
四
〇
買
。

⑨
伊
藤
博
文
文
書
研
究
会
監
修
『
伊
藤
博
文
文
書
第
八
七
巻
穂
轡
類
纂
帝

　
室
　
四
』
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
；
一
年
）
九
一
頁
。
欄
松
方
正
義
関
係
文
轡
鰍
第

　
六
巻
（
一
九
八
五
年
）
＝
二
～
二
～
＝
二
六
頁
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
掲
載
。

⑩
『
伊
藤
博
文
文
書
第
八
七
巻
秘
書
類
纂
帝
室
四
域
九
一
頁
。

⑪
明
治
（
二
照
年
二
月
一
七
日
付
松
方
正
義
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
『
松
方
正

　
義
関
係
文
誉
』
第
八
巻
）
三
一
四
～
三
一
五
頁
。

⑫
同
右
、
～
三
五
頁
。

⑬
　
同
右
。

⑭
魍
印
刷
局
沿
革
録
・
印
刷
局
沿
革
追
録
』
ニ
ニ
買
。

⑮
㎎
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
㎞
八
五
八
頁
。

⑯
中
沢
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
表
1
。

⑰
鈴
木
『
国
民
国
家
と
天
皇
制
』
第
七
章
。

⑱
　
品
川
は
二
二
年
五
月
一
三
日
か
ら
二
四
年
六
月
一
日
ま
で
御
料
局
長
の
地
位
に

　
あ
る
（
咽
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
㎞
二
〇
｝
頁
）
。

⑲
帝
室
会
計
法
第
二
条
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
欄
皇
室
財
政
沿
革
記
』
巻
八
、

　
㎜
・
獅
）
。

⑳
御
碧
羅
よ
り
の
移
入
金
と
は
、
二
一
年
制
定
の
帝
室
会
計
法
第
二
・
一
四
条

　
（
欄
皇
室
財
政
沿
革
記
㎞
巻
八
）
及
び
御
料
部
会
計
規
則
第
二
・
一
二
条
（
凹
帝
室
林

　
野
局
五
十
年
史
暁
九
五
二
頁
）
で
規
定
さ
れ
た
御
料
部
（
御
料
地
に
関
す
る
会
計

　
部
局
）
の
財
本
の
一
つ
で
あ
り
、
二
三
年
度
の
移
入
金
額
は
三
〇
万
円
で
あ
っ
た

　
（
「
御
資
部
ヨ
リ
御
料
部
へ
移
入
金
額
改
定
ノ
儀
達
ノ
件
」
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵

　
「
御
資
会
計
録
」
明
治
二
三
年
置
2
3
9
2
0
）
。

⑳
「
佐
渡
鉱
山
事
業
拡
張
ノ
件
」
（
宮
内
庁
轡
陵
部
所
蔵
「
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
、

　
大
阪
製
錬
所
及
王
子
製
造
所
二
関
ス
ル
公
文
写
書
類
綴
」
2
3
4
4
6
）
。

⑫
　
「
生
野
鉱
山
事
業
改
良
工
事
着
手
ノ
件
」
（
同
右
）
。

⑬
　
明
治
（
二
四
）
年
六
月
二
日
付
松
方
正
義
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
噸
松
方
正
義

　
関
係
文
書
㎞
第
八
巻
、
三
＝
一
・
三
二
二
頁
）
、
明
治
（
二
四
）
年
六
月
二
日
付

　
山
縣
有
朋
宛
品
州
弥
二
郎
書
簡
（
㎎
松
方
正
義
関
係
文
書
』
第
八
巻
、
三
一
〇
～

　
三
一
一
頁
）
、
明
治
（
二
四
）
年
六
月
三
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
佐
々
木
陽
太
郎
書

　
簡
（
薄
端
倶
楽
部
品
瑚
弥
二
郎
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
『
品
川
弥
二
郎
関
係
文

　
書
』
第
四
巻
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
三
五
～
三
七
頁
）
。

⑭
　
国
立
国
会
図
副
署
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
（
そ
の
一
）
書

　
簡
の
部
」
R
3
3
1
㎜
1
6
。

⑮
　
同
右
。

⑯
　
同
右
。

⑰
　
「
御
料
局
に
於
け
る
品
川
子
」
（
魍
新
潟
新
聞
㎞
明
治
二
四
年
六
月
七
日
）
。

⑱
　
明
治
二
四
年
六
月
三
日
付
大
島
道
太
郎
贈
品
塀
弥
二
郎
書
簡
（
釜
石
市
立
鉄
の

　
歴
史
館
所
蔵
門
大
島
家
文
書
」
E
－
9
6
）
。

⑳
　
同
右
。

⑳
明
治
（
二
四
）
年
六
月
八
日
付
岩
村
通
俊
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
伊
藤
隆
・
坂

　
野
潤
治
編
「
岩
村
通
俊
関
係
文
書
（
二
）
」
『
史
学
雑
誌
官
設
七
八
編
、
第
＝
一
号
、

　
一
九
六
九
偏
ヰ
）
七
三
百
ハ
。

⑳
　
明
治
（
二
四
）
年
六
月
一
〇
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
佐
々
木
陽
太
郎
書
簡
（
「
辞

　
令
通
達
類
（
十
三
）
偏
「
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
（
そ
の
一
）
書
類
の
部
」
R
7
7
一

　
ア

　
罵
－
1
3
）
。

⑳
　
同
額
。
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⑳
　
同
右
。

⑭
　
前
掲
明
治
（
二
四
）
年
六
月
三
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
佐
々
木
陽
太
郎
書
簡
、
明

　
治
（
二
四
）
年
六
月
六
日
付
伊
藤
博
文
宛
山
縣
有
朋
書
簡
（
伊
藤
博
文
関
係
文
書

　
研
究
会
編
欄
伊
藤
博
文
関
係
文
書
㎞
第
八
巻
、
塙
書
房
、
一
九
八
○
年
、
＝
一
六

　
頁
）
、
明
治
（
二
四
）
年
六
月
五
日
付
伊
藤
博
文
宛
松
方
正
義
書
簡
（
噸
伊
藤
博
文

　
関
係
文
書
㎞
第
七
巻
、
｝
九
七
九
年
、
＝
二
八
頁
）
。

＄
　
「
大
臣
局
長
夢
中
問
答
」
（
「
岩
村
通
俊
関
係
文
書
（
～
と
『
史
学
雑
誌
』
第
七
八

　
編
、
第
一
一
号
、
～
九
六
九
年
）
五
二
頁
。
本
史
料
は
作
成
者
不
明
で
あ
る
が
、

　
土
方
宮
相
（
大
臣
）
と
岩
村
（
局
長
）
の
対
談
形
式
で
御
料
鉱
山
払
下
げ
の
顛
末

　
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
史
料
と
突
き
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
記
述
は
ほ
ぼ
正
確

　
と
い
え
る
が
、
確
か
な
性
格
の
解
明
は
後
稿
に
譲
る
。

⑳
　
二
四
年
七
月
の
皇
室
経
済
会
議
規
定
改
正
に
よ
り
、
経
済
協
議
員
が
「
特
撰
皇

　
室
経
済
顧
問
」
と
改
称
さ
れ
た
（
宮
内
庁
最
適
部
所
蔵
「
経
済
会
議
録
」
明
治
二

　
四
年
頃
2
1
7
4
1
、
㎎
伊
藤
博
文
文
書
　
第
八
七
巻
　
秘
書
類
纂
　
帝
室
　
四
㎞

　
　
〇
三
百
パ
、
　
叢
翔
室
林
野
局
五
十
年
史
㎞
九
六
九
頁
）
。

⑳
　
「
辞
令
通
達
類
（
十
）
」
（
「
軍
用
弥
二
郎
関
係
文
書
（
そ
の
一
）
書
類
の
部
」
R

　
7
7
－
謝
1
1
0
）
。
同
時
に
山
縣
・
黒
田
清
隆
も
拝
命
し
て
い
る
（
隅
関
治
天
皇
紀
㎞
第

　
七
、
八
五
九
頁
）
。

⑳
　
明
治
（
二
四
）
年
七
月
三
日
付
伊
藤
博
文
宛
杉
孫
七
郎
書
簡
（
『
伊
藤
博
文
関

　
係
文
書
㎞
第
六
巻
、
～
九
七
九
年
）
。

⑲
　
明
治
（
二
四
）
年
七
月
六
日
付
品
川
弥
工
郎
宛
土
方
久
元
書
簡
（
「
辞
令
通
達

　
類
（
十
）
」
）
。

⑳
　
『
報
知
新
聞
』
明
治
二
九
年
五
月
二
二
日
。

⑪
註
⑳
書
簡
。

⑫
　
前
掲
大
澤
論
文
、
二
〇
四
頁
。

⑬
　
コ
体
其
当
時
品
辮
子
は
其
経
歴
か
ら
云
ふ
て
も
、
入
物
技
景
か
ら
云
ふ
て
も
。

　
時
の
宮
内
大
臣
た
り
し
土
方
久
元
さ
ん
や
次
官
の
吉
井
友
実
さ
ん
な
ど
に
較
べ
て
、

　
優
る
と
も
劣
る
こ
と
は
な
い
人
で
あ
っ
た
か
ら
。
御
料
局
の
仕
事
は
ド
シ
く
自

　
分
の
思
ふ
様
に
進
行
せ
ら
れ
て
、
殆
ん
ど
大
臣
も
次
官
も
眼
中
に
な
き
有
様
で
あ

　
つ
た
の
で
。
自
然
宮
内
省
の
空
気
は
、
ア
ン
チ
品
川
に
傾
い
て
居
た
の
で
す
」

　
（
江
縛
政
忠
『
岩
村
通
俊
男
の
片
鱗
』
非
売
品
、
一
九
三
三
年
）
三
頁
。

⑭
「
大
臣
局
長
夢
中
問
答
」
五
三
頁
。

⑯
　
「
品
川
弥
二
郎
関
係
文
誉
（
そ
の
一
）
書
簡
の
部
扁
R
3
3
1
㎜
1
2
。
品
州
は
二

　
五
年
七
月
二
五
日
に
国
民
協
会
副
会
頭
就
任
に
伴
い
経
済
顧
問
を
辞
し
て
お
り

　
（
門
辞
令
通
達
類
（
十
三
）
」
）
、
こ
の
時
期
は
御
料
局
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る

　
権
限
は
な
い
。
し
か
し
同
書
簡
を
み
る
と
技
術
官
僚
ら
は
、
晶
川
が
御
料
局
に
関

　
わ
る
権
限
を
失
っ
た
後
も
、
品
川
に
対
し
情
報
を
密
か
に
提
供
し
て
い
た
こ
と
が

　
わ
か
る
。

⑯
金
子
常
三
郎
「
ハ
ン
チ
ン
グ
ト
ン
氏
離
心
黒
土
輯
式
砕
鉱
磨
」
（
『
日
本
鉱
業
会

　
誌
』
第
五
〇
号
、
一
八
入
九
年
）
。

第
三
章
　
御
料
鉱
山
世
伝
御
料
化
か
ら
御
料
鉱
山
払
下
げ
へ

　
品
川
局
長
時
代
か
ら
宮
内
省
内
や
そ
の
周
辺
に
は
、
品
川
の
経
営
方
針
に
疑
問
を
抱
く
者
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
技
術
官
僚

ら
の
立
て
る
計
画
や
、
御
料
鉱
山
の
保
持
そ
の
も
の
を
も
絶
対
視
し
な
い
岩
村
新
局
長
の
登
場
に
よ
り
、
御
料
鉱
山
に
は
将
来
的
な
方
針
変
更

89　（769）



も
視
野
に
入
れ
た
経
費
削
減
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
路
線
変
更
の
延
長
線
上
に
、
二
九
年
の
御
料
鉱
山
払
下
げ
が
あ
っ
た
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

え
れ
ば
符
合
す
る
が
、
岩
村
が
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
に
御
料
鉱
山
の
世
伝
御
料
化
を
上
奏
し
た
こ
と
が
事
態
の
理
解
を
難
し
く
し
て
い

る
。
就
任
当
初
よ
り
鉱
山
事
業
の
拡
張
に
批
判
的
で
あ
り
、
処
分
も
辞
さ
な
い
態
度
で
あ
っ
た
岩
村
が
、
鉱
山
を
中
伝
御
料
化
し
よ
う
と
目
論

ん
だ
こ
と
や
、
そ
の
僅
か
一
年
後
に
方
針
を
一
八
○
度
転
換
し
払
下
げ
を
断
行
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
か
。
本
章
で
は
、
岩
村
局
長
時
代
の

御
料
鉱
山
が
直
面
し
て
い
た
鉱
業
条
例
適
用
問
題
を
通
し
て
岩
村
の
御
料
鉱
山
に
対
す
る
方
針
転
換
の
意
味
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
岩
村
や

彼
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
御
料
鉱
山
観
を
検
討
す
る
。

一
　
鉱
業
条
例
適
用
問
題

　
民
間
鉱
山
に
対
す
る
日
本
初
の
鉱
業
法
制
で
あ
る
明
治
六
年
制
定
の
日
本
坑
法
は
、
民
間
鉱
業
の
成
長
に
伴
っ
て
種
々
の
問
題
点
が
生
じ
た

た
め
、
二
二
年
か
ら
こ
れ
に
代
わ
る
鉱
業
条
例
案
の
編
成
が
始
ま
っ
た
。
同
条
例
は
、
当
時
農
商
務
省
鉱
山
周
長
で
あ
っ
た
和
田
定
四
郎
が
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

案
を
作
成
し
、
一
一
三
年
九
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
実
施
は
二
五
年
六
月
一
日
か
ら
と
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
は
経
過
法
と
し
て
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

本
坑
法
を
一
部
改
正
し
て
実
施
し
て
い
た
。
そ
の
間
主
務
省
た
る
農
商
務
省
は
、
同
条
例
改
正
案
を
内
閣
に
提
出
し
法
制
局
の
討
議
に
附
す
な

ど
、
施
行
に
向
け
た
準
備
を
進
め
た
。

　
和
田
は
日
本
坑
法
の
欠
点
は
「
国
庫
ノ
費
ヲ
以
テ
鉱
業
ヲ
為
ス
モ
ノ
ハ
此
坑
法
ノ
規
定
二
依
ラ
ズ
未
ダ
法
律
上
官
行
鉱
山
二
対
ス
ル
ノ
制
裁

　
　
⑥

ア
ラ
ズ
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
、
鉱
業
条
例
制
定
の
最
大
の
目
的
を
「
日
本
坑
法
ノ
政
府
専
有
主
義
ヲ
廃
シ
自
由
鉱
業
ノ
主
義
ヲ
貫
行
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

鉱
業
上
ノ
権
利
ヲ
轟
轟
ニ
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
鉱
業
条
例
は
政
府
専
有
主
義
を
見
直
し
、
民
間
鉱
業
の
資
本
主
義
的
発
展

に
道
を
開
く
法
令
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
御
料
鉱
山
に
対
し
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
二
五
年
五
月
一
九
日
、
農
商
務
省
は
鉱
業
条
例

施
行
に
つ
き
、
御
料
鉱
山
に
も
同
条
例
を
適
用
す
べ
き
旨
を
閣
議
に
諮
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
六
月
二
一
二
日
、
土
方
宮
相
は
松
方
首
相
に
対
し
照
会
書
を
呈
し
、
強
い
反
対
の
意
を
示
し
た
。
土
方
は
、
普
通
法
律
は
帝
国
臣
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⑦

民
を
対
象
に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
皇
室
に
適
用
さ
せ
る
と
「
帝
室
ヲ
以
テ
帝
国
臣
民
ト
為
サ
・
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
キ
結
果
ヲ
生
」
じ
、
国

体
上
筆
穏
当
で
あ
る
こ
と
、
日
本
坑
法
も
御
料
鉱
山
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
「
既
習
国
ノ
所
有
ヲ
離
レ
テ
帝
室
ノ
所
有
二
帰
シ
タ
ル

モ
ノ
ナ
ル
」
こ
と
を
理
由
に
鉱
業
条
例
適
用
に
強
く
反
発
し
た
。
し
か
し
「
就
中
課
税
二
関
ス
ル
条
項
ノ
如
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
之
ヲ
帝
室
二
酉
ス

ル
鉱
山
二
適
用
ス
ル
コ
ト
最
モ
其
当
ヲ
得
ス
」
と
言
う
よ
う
に
、
土
方
が
最
も
強
い
反
発
を
示
し
た
の
は
御
料
鉱
山
に
も
課
税
義
務
を
認
め
る

点
で
あ
っ
た
。
土
方
は
「
御
料
ノ
土
地
山
林
ハ
総
テ
免
税
ノ
モ
ノ
」
で
あ
る
と
い
う
点
も
根
拠
と
し
、
こ
れ
を
不
適
当
と
主
張
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
二
七
日
農
商
務
大
臣
河
野
指
墨
は
、
閣
議
に
「
御
料
鉱
山
ノ
件
」
を
提
出
し
た
。
河
野
は
、
皇
室
財
産
全
体
に
対
し
普
通
法

律
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
「
目
下
審
議
中
」
で
あ
る
た
め
、
そ
の
間
は
御
料
鉱
山
も
鉱
業
条
例
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
べ
き
だ
と

い
う
土
方
宮
相
の
要
求
を
容
れ
る
よ
う
請
議
し
た
。
こ
れ
は
河
野
の
請
議
の
通
り
、
八
月
二
日
閣
議
了
解
を
得
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
農
商
相
が
後
藤
象
二
郎
に
替
る
と
、
こ
の
議
論
が
再
燃
し
た
。
後
藤
は
一
〇
月
二
八
日
、
「
官
行
及
御
料
鉱
山
二
鉱
業
条
例
ヲ

適
用
ス
ル
ノ
議
」
を
提
出
し
、
閣
議
に
諮
っ
た
。
こ
の
提
議
は
、
「
世
伝
御
料
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
一
時
皇
室
二
六
ス
ル
御
料
鉱
山
ノ
如
キ
御
料
林

ノ
如
キ
皇
室
所
有
会
社
株
券
ノ
如
キ
ハ
独
リ
皇
室
二
限
リ
無
税
タ
ル
ヲ
得
ヘ
キ
ノ
理
ア
ル
コ
ナ
シ
」
と
し
て
御
料
鉱
山
に
も
鉱
業
条
例
を
適
用

す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
件
に
つ
き
、
そ
の
後
宮
内
・
農
商
務
両
省
間
で
数
回
協
議
す
る
も
意
見
の
一
致
を
み
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
六
年
五
月
二
八
日
に

至
り
政
府
は
、
こ
の
対
立
を
収
拾
す
べ
く
「
宮
内
省
ヘ
ハ
別
二
通
牒
セ
」
ず
、
「
御
料
鉱
山
ハ
世
伝
御
料
二
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
、

鉱
業
条
例
二
依
リ
納
税
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
の
指
令
案
を
閣
議
決
定
し
、
六
月
一
七
日
に
農
商
務
省
に
発
令
し
た
。
政
府
見
解
は
、
世

伝
御
料
以
外
の
皇
室
財
産
は
、
民
有
財
産
と
同
じ
く
売
買
譲
渡
が
自
由
で
あ
り
、
か
つ
皇
室
の
尊
厳
に
関
わ
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
全
く
皇

室
の
「
私
事
二
属
ス
ル
」
財
産
な
の
で
、
国
法
上
の
見
地
か
ら
み
て
民
有
財
産
と
異
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
国
家
に
対
す
る
負
担
・
義
務
も
国

民
の
所
有
物
と
異
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
川
田
敬
　
氏
は
、
御
料
地
へ
の
課
税
の
必
要
を
唱
え
る
議
論
に
つ
い
て
、
皇
室
と
国
家
の
分
離
を
前
提
と
し
、
世
辞
御
料
外
の
御
料
地
を
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⑧

「
私
塾
地
」
と
見
倣
す
論
理
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
右
で
み
た
よ
う
な
宮
内
省
と
政
府
と
の
議
論
か
ら
は
、
「
私
有
地
」

と
見
倣
す
こ
と
が
必
ず
し
も
課
税
の
必
要
を
認
識
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宮
内
省
・
政
府
と
も
に
、
皇
室
・
国
家
両
財

政
の
分
離
を
前
提
と
し
、
御
料
鉱
山
を
私
有
地
と
考
え
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
政
府
は
私
有
地
ゆ
え
に
民
有
地
と
法
的
な
位
置

づ
け
は
異
な
ら
な
い
と
考
え
課
税
す
べ
き
と
す
る
の
に
対
し
、
宮
内
省
は
、
国
家
と
分
離
さ
れ
た
皇
室
私
有
地
ゆ
え
に
国
家
が
干
渉
で
き
な
い
、

す
な
わ
ち
課
税
す
べ
き
で
な
い
も
の
と
考
え
て
い
た
。

　
結
局
、
六
月
一
七
日
の
指
令
に
よ
り
、
世
々
御
料
で
は
な
い
御
料
鉱
山
は
課
税
対
象
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
裏
返
せ
ば
、
御
料

鉱
山
を
世
伝
御
料
と
し
て
認
定
し
さ
え
ず
れ
ば
、
同
条
例
の
適
用
外
と
な
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
当
時
世
伝
御
料
の
鉱
山
は
一
つ
も
な
か
っ

た
中
で
、
あ
え
て
「
世
銀
御
料
二
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
」
と
の
一
句
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
宮
内
省
へ
の
最
低
限
の
譲
歩
と
し

て
課
税
回
避
の
道
を
残
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
御
料
鉱
山
に
縮
小
方
針
を
求
め
て
い
た
岩
村
が
、
二
八
年
に
御
料
鉱
山
世
伝

御
料
化
を
突
然
上
奏
し
た
背
景
に
は
、
御
料
鉱
山
の
課
税
を
免
れ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。
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2
御
料
鉱
山
払
下
げ
へ

　
御
料
鉱
山
の
世
伝
御
料
化
を
求
め
る
岩
村
の
上
奏
は
、
日
清
戦
争
中
多
事
の
折
と
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
後
、
岩
村
は
一
転
し
て

こ
れ
ら
を
皇
室
財
産
か
ら
切
り
離
し
て
ゆ
く
。
そ
の
第
一
歩
が
御
料
鉱
山
拡
張
主
義
の
旗
頭
・
生
野
支
庁
技
師
大
島
道
太
郎
の
免
官
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
・
・
、
⑨

既
に
一
二
月
初
め
に
は
、
大
島
は
岩
村
よ
り
「
予
算
ハ
下
手
ダ
」
と
さ
れ
「
当
職
山
居
ル
事
六
ヶ
敷
模
様
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
岩
村
は
生
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
一
二
月
の
収
益
が
予
定
額
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
つ
い
に
明
治
二
八
年
一
二
月
二
五
日
に
大
島
を
免
官
と
し
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

二
六
日
に
は
佐
渡
支
庁
附
属
王
子
硫
酸
製
造
所
を
廃
止
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

　
こ
れ
に
対
し
品
川
は
「
大
嶋
を
放
逐
し
て
鉱
山
を
持
つ
と
申
事
は
実
に
素
人
仕
事
と
残
念
に
た
ま
り
不
申
候
。
予
算
通
り
に
金
が
と
れ
ぬ
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

算
が
少
し
も
引
き
当
て
に
な
ら
ぬ
と
申
事
よ
り
し
て
生
野
を
放
逐
さ
ら
れ
た
り
」
、
「
生
野
は
予
算
が
違
い
た
る
と
て
実
際
も
学
術
も
人
物
も
第
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〔
マ
マ
〕
　
　
　
　
　
　
　
⑬

｝
等
の
鉱
山
博
士
大
嶋
を
御
放
逐
に
な
り
」
と
悔
し
さ
を
滲
ま
せ
た
。
前
章
の
二
で
み
た
よ
う
に
、
岩
村
は
生
野
の
収
益
を
低
く
見
積
も
り
予

算
を
節
減
さ
せ
て
い
た
。
岩
村
の
「
予
算
通
り
に
金
が
と
れ
ぬ
予
算
が
少
し
も
引
き
当
て
に
な
ら
ぬ
」
と
い
う
不
満
も
、
品
川
は
技
術
官
僚
ら

を
信
用
し
な
い
予
算
の
組
み
方
に
問
題
が
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
の
後
、
後
任
選
定
に
苦
慮
し
た
岩
村
は
、
暫
定
的
に
鉱
業
条
例
作
成
者
で
も
あ
る
和
田
維
四
郎
を
生
野
支
庁
長
心
得
と
し
た
。
品
川
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
其
実
や
じ
よ
り
内
々
和
田
を
説
諭
し
た
る
事
は
岩
村
殿
は
御
承
知
な
し
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
事
に
は
品
川
の
蔭
の
働
き
か

け
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
和
田
は
、
品
川
が
後
に
「
和
田
に
し
て
も
佐
渡
の
渡
辺
に
し
て
も
御
承
知
の
通
最
初
よ
り
や
じ
の
関
係
有
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
付
、
事
業
上
の
事
は
少
し
も
秘
し
不
申
し
て
や
じ
の
処
に
来
り
談
論
致
し
申
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
渡
辺
と
と
も
に
〈
品
川
派
〉
と

も
呼
ぶ
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
。
品
川
と
し
て
は
、
自
身
に
近
い
和
田
の
採
用
に
よ
り
、
御
料
鉱
山
を
め
ぐ
る
状
況
が
多
少
と
も
自
ら
の
望
む
方

向
に
傾
く
こ
と
を
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
岩
村
は
和
田
に
佐
渡
・
生
野
の
調
査
を
数
度
に
わ
た
り
行
わ
せ
、
収
益
面
で
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
翌
年
四
月
八
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

宮
内
省
議
で
御
料
鉱
山
と
し
て
残
っ
た
三
事
業
部
（
佐
渡
・
生
野
両
鉱
山
・
大
阪
製
錬
所
）
払
下
げ
を
提
起
し
た
。
宮
内
省
内
を
払
下
げ
に
纏
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

上
げ
る
と
、
岩
村
は
三
〇
日
の
皇
室
経
済
会
議
で
三
事
業
部
の
払
下
げ
と
そ
の
払
下
げ
方
法
決
定
に
持
ち
込
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
岩
村
は
二

八
年
末
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
率
先
し
て
払
下
げ
準
備
を
進
め
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
岩
村
の
尽
力
に
よ
っ
て
纏
め
上
げ
ら
れ
た
宮
内
省
は
五
月
一
二
日
、
払
下
げ
の
理
由
書
を
公
表
し
た
。
そ
の
要
点
は
、
①
収
益
が
予
定
額
に

達
し
な
い
こ
と
、
②
鉱
業
条
例
に
準
拠
し
て
鉱
区
を
開
削
す
る
に
は
資
金
が
不
足
す
る
こ
と
、
③
そ
れ
に
よ
り
鉱
区
を
開
放
し
た
と
し
て
も
労

働
力
争
奪
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
、
④
民
業
と
の
競
争
を
招
く
こ
と
の
四
点
に
纏
め
ら
れ
る
。
①
・
②
の
経
済
上
の
問
題
は
、
分
量
も
理
由
書

の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
払
下
げ
理
由
の
骨
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
渡
辺
・
和
田
・
中
沢
の
三
人
の
技
術
官
僚
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
経
済
的
理
由
に
か
か
る
部
分
を
逐
条
批
判
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
。

　
①
に
対
し
て
は
、
技
術
宮
僚
ら
は
収
益
が
予
定
額
に
達
し
な
か
っ
た
二
二
年
、
二
一
二
年
、
二
八
年
越
つ
い
て
特
に
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
い
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る
。
二
二
年
に
関
し
て
は
、
予
算
は
大
蔵
省
で
立
て
ら
れ
実
際
の
運
営
は
御
料
局
で
行
わ
れ
た
年
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
御
料
局
と
大
蔵
省
と
で

は
運
営
の
目
的
が
異
な
り
、
御
料
局
は
あ
く
ま
で
皇
室
の
利
益
を
永
遠
に
保
持
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
た
め
、
大
蔵
省
時
代
に
立
て
ら
れ

た
予
算
と
実
収
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
彼
ら
は
い
う
。
実
際
に
は
、
宮
内
省
所
管
と
な
っ
て
か
ら
も
大
蔵
省
時
代
同
様
に
改
良
・
拡
張

は
続
け
ら
れ
、
貨
幣
原
料
の
収
得
も
引
き
続
き
目
指
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
技
術
官
僚
ら
の
建
前
上
で
は

皇
室
の
利
益
の
永
続
的
保
持
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
二
三
年
は
米
貨
暴
騰
に
よ
る
地
元
住
民
の
暴
動
鎮
撫
と
米
価
・
工
賃
高
騰
抑
制
の
た
め
、
安
米
払
下
げ
費
を
実
施
す
る
と
い
う
不
時
の
支
出

が
あ
っ
た
。
二
八
年
は
生
野
で
コ
レ
ラ
の
流
行
が
あ
り
、
ま
た
日
清
戦
争
時
の
経
営
が
予
想
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
見
込
額
と
実
収
の
懸
隔
の

原
因
で
あ
る
と
い
う
。
技
術
官
僚
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
不
時
の
事
態
が
な
か
っ
た
年
に
お
い
て
は
基
本
的
に
収
益
は
予
定
額
に
超
過
し
て
い
る

と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
払
下
げ
理
由
書
と
技
術
官
僚
ら
の
経
営
評
価
に
際
し
て
の
着
眼
点
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。

　
宮
内
省
の
公
式
理
由
書
②
は
原
文
で
は
「
世
伝
御
料
外
に
係
る
御
料
鉱
山
は
鉱
業
条
例
の
制
裁
に
遵
は
ざ
る
を
得
ざ
る
を
以
て
、
已
に
選
定

し
た
る
諸
鉱
区
は
速
に
試
掘
に
着
手
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
難
も
、
是
の
如
き
は
一
時
に
鍾
額
の
支
出
を
要
し
御
料
経
済
の
能
く
堪
ふ
る
所
に
非

⑳る
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
幾
分
省
略
が
多
く
、
技
術
官
僚
ら
の
意
見
書
と
対
照
さ
せ
て
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
技
術
官
僚
ら
は
、
払
下
げ
の
「
第
二
の
理
由
即
ち
鉱
業
条
例
の
制
裁
に
遵
翻
す
る
場
合
」
に
お
い
て
も
「
経
済
上
の
関
係
に
於
て
は
毫
も
憂

慮
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
」
と
憂
い
、
御
料
鉱
山
の
将
来
の
収
益
を
試
算
し
た
上
で
、
課
税
を
考
慮
し
て
も
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と

論
じ
る
。
ま
た
未
開
の
鉱
区
に
つ
い
て
も
、
相
当
の
収
益
あ
る
鉱
区
を
選
択
し
採
掘
す
れ
ば
課
税
に
よ
る
負
担
も
十
分
補
っ
て
余
り
あ
る
と
し

て
、
「
量
悉
く
世
伝
御
料
の
準
備
に
選
定
し
た
る
数
多
の
鉱
区
を
開
撫
す
る
の
必
要
あ
ら
ん
や
」
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
岩
村
が
「
已
に
選

定
し
た
る
諸
鉱
区
」
と
い
う
の
は
世
伝
御
料
化
の
た
め
に
指
定
し
た
鉱
区
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
岩
村
が
い
う
の

は
、
御
料
鉱
山
へ
の
鉱
業
条
例
適
用
を
避
け
る
た
め
に
は
世
伝
御
料
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
世
伝
御
料
化
す
る
鉱
区
を
選
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
試
掘
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
鉱
業
条
例
で
は
、
試
掘
認
可
の
あ
っ
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た
鉱
区
は
一
年
以
内
の
試
掘
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
右
の
よ
う
に
、
三
人
の
技
術
官
僚
は
多
額
の
興
業
費
負
担
を
論
じ
る
際
必
ず
課

税
負
担
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
が
宮
内
省
及
び
岩
村
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
宮
内
省
・
岩
村
は
試
掘
に
伴

う
多
額
の
興
業
費
の
み
な
ら
ず
、
新
開
鉱
区
を
含
め
た
課
税
を
も
懸
念
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
技
術
官
僚
ら
は
経
済
的
理
由
に
か
か
る
部
分
の
み
に
反
論
を
示
し
て
い
る
の
で
、
③
・
④
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
④
に

つ
い
て
若
干
付
言
し
て
お
こ
う
。
④
は
、
既
に
み
た
伊
藤
の
例
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
払
下
げ
に
正
当
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た

「
民
業
の
妨
」
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
岩
村
や
宮
内
省
が
ど
の
程
度
当
量
の
民
問
鉱
業
の
状
況
に
理
解
が
あ
っ
た
か
は
判
じ
が
た
い
。
し

か
し
、
後
に
御
料
鉱
山
を
払
い
受
け
る
こ
と
に
な
る
三
菱
の
よ
う
に
、
単
独
で
三
事
業
部
全
て
の
払
い
受
け
に
耐
え
る
大
資
本
が
あ
っ
た
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
、
単
独
で
払
い
受
け
る
資
力
の
な
い
中
小
資
本
も
数
多
く
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
御
料
鉱
山
の
果
た
す
模
範
や
中
央
製
錬
所
と
し
て
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

割
を
必
要
と
し
、
皇
室
財
産
と
し
て
の
維
持
を
求
め
る
鉱
業
家
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
「
民
業
の
妨
」
論
は
必
ず
し
も
当

時
の
民
間
鉱
業
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
正
確
に
踏
ま
え
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
し
て
も
、
「
民
業
の
妨
」
論
が
払
下

げ
の
切
実
な
動
機
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

　
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
世
伝
御
料
化
か
ら
払
下
げ
へ
と
い
う
過
程
は
、
＝
疋
の
方
針
を
欠
い
た
岩
村
の
場
当
た
り
的
な
決
定
で
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、
一
貫
し
て
御
料
鉱
山
の
経
費
削
減
、
お
よ
び
そ
の
一
環
と
し
て
の
課
税
回
避
の
た
め
の
決
断
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鉱
業
条
例

適
用
除
外
を
求
め
た
宮
内
省
の
政
府
へ
の
働
き
か
け
が
失
敗
す
る
と
、
岩
村
は
御
料
鉱
山
の
世
譜
御
料
化
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
こ

の
試
み
が
潰
え
る
と
、
二
八
年
末
か
ら
二
九
年
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
に
は
、
王
子
の
廃
止
、
大
島
免
職
な
ど
の
諸
改
革
を
進
め
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
計
画
も
所
期
の
目
的
を
達
し
得
ず
、
も
は
や
方
策
は
払
下
げ
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
岩
村
は
あ
く
ま
で
御
料
鉱
山
の
経
費
削
減
を
求
め
続
け
て
お
り
、
技
術
官
僚
ら
の
よ
う
に
御
料
鉱
山
に
皇
室
の
財
源
と
い
う

以
上
の
意
義
を
見
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
御
料
鉱
山
保
持
の
必
要
性
も
技
術
官
僚
ほ
ど
に
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
公
式
理
由
書
の
経
営
評
価
が
技
術
官
僚
ら
の
そ
れ
と
全
く
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
御
料
鉱
山
観
の
相
違
に
よ
る
と
こ
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う
が
大
き
い
。

3

払
下
げ
決
定
後
の
展
開
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さ
て
最
後
に
、
経
済
会
議
で
払
下
げ
が
決
定
さ
れ
た
後
の
展
開
を
見
て
み
よ
う
。
晶
川
は
、
宮
内
省
の
機
先
を
制
す
べ
く
四
月
中
旬
、
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

顧
問
で
首
相
の
伊
藤
博
文
・
土
方
宮
相
・
宮
内
次
官
田
中
光
顕
や
、
元
内
蔵
頭
の
白
根
専
一
に
書
簡
で
払
下
げ
阻
止
を
陳
情
し
て
い
た
が
、
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

下
げ
決
定
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
後
新
聞
を
通
じ
た
世
論
誘
導
を
試
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
品
川
だ
け
で
な
く
技
術
官
僚
ら
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
、
新
聞
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
内
部
情
報
を
暴
露
す
る
な
ど
、
払
下
げ
の
不
当
性
を
世
論
に
訴
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
五
月
一
三
日
午
前
一
〇
時
頃
、
渡
辺
・
和
田
・
中
沢
の
技
術
官
僚
三
人
は
土
方
宮
相
邸
を
訪
れ
、
払
下
げ
反
対
論
を
唱
え
宮
相
と
激
論
し
た
。

こ
の
日
所
論
を
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
一
六
日
に
至
り
提
出
さ
れ
た
も
の
が
先
に
見
た
宮
内
省
の
払
下
げ
理
由
に
対
す
る
技
術
官
僚
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
意
見
書
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
運
動
の
甲
斐
な
く
、
三
事
業
部
の
払
下
げ
は
一
九
日
に
裁
可
と
な
る
。
二
〇
日
午
前
八
時
過
ぎ
、
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
土
方
宮
相
を
官
邸
に
訪
ね
、
和
田
・
渡
辺
は
辞
表
を
、
三
事
業
部
と
直
接
の
関
係
が
な
い
中
沢
は
進
退
伺
を
提
出
し
た
。
結
局
こ
れ
ら
も
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

き
届
け
ら
れ
ず
、
三
人
は
残
務
処
理
や
払
下
げ
実
施
に
向
け
た
調
査
の
た
め
、
払
下
げ
当
日
ま
で
御
料
局
に
奉
職
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
の
後
三
菱
合
資
会
社
が
三
事
業
部
を
落
札
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
、
払
下
げ
決
定
直
前
か
ら
裁
可
ま
で
の
経
緯
か
ら
は
、
技
術
官
僚
ら
が
品
川
と
共
同
歩
調
を
と
っ
て
払
下
げ
反
対
運
動
を
起
こ
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
本
稿
で
三
人
置
第
1
表
の
よ
う
に
〈
品
川
派
〉
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
。
品
川
は
、
払
下
げ
阻
止
を
求
め
て
伊
藤
に
あ

て
た
書
簡
の
中
で
、
払
下
げ
を
進
め
る
土
方
・
田
中
・
岩
村
を
「
鉱
山
師
連
の
仕
事
の
分
ら
ぬ
」
「
素
人
仕
事
」
「
玉
の
如
き
土
方
大
臣
〔
常
時

宮
中
と
い
う
高
貴
な
場
所
に
在
っ
て
現
場
の
仕
事
に
無
知
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
皮
肉
か
〕
な
れ
ば
何
事
も
（
鉱
山
山
林
等
の
事
）
御
承
知
無

雑
」
と
不
満
を
漏
ら
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
表
現
に
は
、
品
川
の
御
料
鉱
山
観
が
滲
み
出
て
い
る
。
品
川
は
、
御
料
鉱
山
事
業
に
お
い
て
技
術

官
僚
ら
の
学
識
・
専
門
的
知
見
を
大
事
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
在
職
中
の
技
術
官
僚
ら
へ
の
事
業
一
任
方
針
や
改
良
・
拡
張
計
画
へ
の
理
解
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に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
信
念
に
反
し
、
技
術
官
僚
ら
の
反
対
に
も
関
わ
ら
ず
払
下
げ
を
推
し
進
め
る
岩
村
ら
に
強
い

憤
愚
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
増
補
版
』
四
九
八
頁
。
「
払
下
内
定
の
来
歴
」
（
欄
東
京
朝

　
　
日
新
聞
㎞
（
以
下
『
東
朝
』
）
明
治
二
九
年
五
月
＝
二
日
）
に
も
同
様
の
内
容
が
掲

　
　
載
さ
れ
た
。

　
②
和
田
維
四
郎
「
鉱
業
ノ
進
歩
」
（
隅
日
本
鉱
業
会
誌
匝
第
七
一
号
、
～
八
九
一

　
年
）
一
四
頁
。

③
「
和
田
維
四
郎
小
伝
（
中
と
　
＝
頁
。

④
和
田
維
四
郎
「
鉱
業
法
ノ
論
評
」
（
隅
日
本
鉱
業
会
誌
』
第
二
四
一
号
、
一
九
〇

　
五
年
）
　
一
六
五
頁
。

⑤
和
田
「
鉱
業
ノ
進
歩
」
一
二
頁
。

⑥
和
田
聖
四
郎
「
鉱
業
条
例
ノ
改
正
二
就
テ
」
（
『
日
本
鉱
業
会
誌
』
第
九
八
号
、

　
一
八
九
三
年
）
　
一
五
五
頁
。

⑦
こ
れ
よ
り
四
段
落
分
の
引
用
・
記
述
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
「
御
料
鉱
山
ハ

　
世
伝
御
料
二
七
入
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
、
鉱
業
条
例
二
依
リ
納
税
ノ
義
務

　
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」
（
欄
公
文
類
聚
㎞
2
A
－
1
1
－
⑳
㎝
）
に
拠
る
。

⑧
川
田
敬
一
「
明
治
期
に
お
け
る
皇
室
財
産
課
税
論
議
1
「
地
租
ヲ
諜
セ
ザ
ル

　
土
地
二
関
ス
ル
法
律
案
扁
を
中
心
に
－
扁
（
『
日
本
学
研
究
』
第
一
五
号
、
二
〇

　
一
三
年
）
。

⑨
明
治
（
二
八
）
年
＝
一
月
六
日
付
大
島
道
太
郎
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
「
大
島

　
家
文
書
扁
E
－
9
5
）
。

⑩
『
官
報
』
明
治
二
八
年
＝
一
月
二
六
日
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
明
治
二
十
八

　
年
　
進
退
録
　
二
　
高
等
官
ノ
部
」
（
大
臣
官
房
秘
書
課
、
2
0
8
3
3
－
2
）
で

　
は
「
脳
病
」
の
た
め
依
願
免
官
と
な
っ
て
い
る
。

⑪
「
御
料
局
佐
渡
支
庁
附
属
王
子
製
造
所
ヲ
廃
ス
し
（
『
公
文
類
聚
』
2
A
－
1
1
－
⑳

　
限
）
。

⑫
明
治
（
二
九
）
年
四
月
一
八
日
付
伊
藤
博
文
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
魍
伊
藤
博

　
文
関
係
文
書
勧
第
五
巻
、
一
九
七
七
年
）
二
五
六
頁
。

⑬
明
治
（
二
九
）
年
四
月
二
九
日
付
白
根
専
一
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
㎎
品
川
弥

　
二
郎
関
係
文
轡
㎞
第
四
巻
）
二
九
九
頁
。

⑭
咽
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』
二
二
五
頁
。
和
田
の
略
歴
に
つ
い
て
は
第
1
表
。

⑮
註
⑬
書
簡
、
二
九
九
頁
。

⑯
註
⑫
書
簡
、
二
五
五
頁
。

⑰
前
掲
「
払
下
内
定
の
来
歴
」
、
「
御
料
局
長
の
魂
胆
」
（
『
中
央
新
聞
㎞
（
以
下

　
噛
中
央
㎞
）
明
治
二
九
年
五
月
一
六
日
目
。

⑱
首
都
大
学
東
京
図
書
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
土
方
久
元
日
記
」
明
治
二
九
年
四

　
月
三
〇
日
条
、
早
稲
田
大
学
図
沓
館
所
蔵
「
徳
大
寺
実
則
日
記
　
巻
四
」
（
写
）

　
明
治
二
九
年
四
月
三
〇
日
条
。

⑲
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
増
補
版
臨
四
九
二
～
四
九
五
頁
に
全
文
載
録
。

⑳
『
佐
渡
金
銀
山
史
謡
増
補
版
㎞
四
九
五
～
四
九
九
買
に
全
文
載
録
。

⑳
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
増
補
版
』
四
九
四
頁
。

⑫
　
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
　
増
補
版
㎞
四
九
八
頁
。
同
段
落
の
引
用
は
全
て
こ
の
吏

　
料
に
拠
る
。

⑱
　
大
阪
で
は
、
払
い
受
け
を
目
指
し
て
「
御
料
鉱
山
製
煉
所
払
受
同
盟
会
」
な
る

　
団
体
が
組
織
さ
れ
て
い
た
（
㎎
東
朝
㎞
明
治
二
九
年
八
月
四
日
）
。
ま
た
、
入
札
時

　
に
次
点
と
な
っ
た
の
は
門
東
京
大
阪
の
実
業
家
団
体
の
代
表
者
土
田
某
」
で
あ
っ

　
た
（
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
増
補
版
㎞
五
〇
二
頁
）
。

⑳
　
「
御
料
鉱
山
の
払
下
」
（
呪
大
阪
朝
日
新
聞
㎞
明
治
二
九
年
五
月
＝
二
日
）
。

⑳
　
二
五
年
一
〇
月
二
〇
日
拝
命
翁
明
治
天
皇
紀
』
第
八
、
一
九
七
三
年
、
一
三

　
四
頁
）
、
二
六
年
一
〇
月
九
日
渡
辺
千
秋
に
譲
る
（
同
、
九
一
一
頁
）
。
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⑳
　
註
⑫
、
⑬
書
簡
。

⑳
　
中
央
紙
で
払
下
げ
を
い
ち
早
く
報
じ
た
の
は
、
晶
川
率
い
る
国
民
協
会
の
機
関

　
紙
『
中
央
幅
で
あ
っ
た
。
同
紙
は
情
報
の
早
さ
だ
け
で
は
な
く
、
記
事
数
・
分
景

　
と
も
に
圧
倒
的
に
多
く
、
論
調
が
激
し
く
攻
撃
的
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
特
徴
で
あ

　
つ
た
。
同
紙
の
次
に
情
報
が
早
い
の
は
、
品
川
と
親
し
い
陸
実
が
社
長
を
務
め
発

　
幽
す
る
『
日
本
触
で
あ
っ
た
こ
と
も
品
川
の
関
与
を
疑
わ
せ
る
。

⑳
　
「
御
料
鉱
山
払
下
反
対
論
扁
（
『
東
朝
喚
明
治
二
九
年
五
月
七
二
）
、
「
和
田
技
師

　
の
御
料
鉱
山
談
」
（
『
東
朝
』
明
治
二
九
年
五
月
一
四
日
）
。

⑲
　
「
三
技
師
宮
内
大
臣
を
叩
く
」
「
土
方
伯
邸
の
激
論
」
（
『
中
央
』
明
治
二
九
年
五

　
月
一
四
↓
五
日
）
、
門
三
技
師
の
激
論
と
決
心
」
（
『
東
朝
』
明
治
二
九
年
五
月
一

　
六
日
）
。

⑳
「
御
料
鉱
山
の
払
下
御
裁
可
」
（
噸
東
朝
㎞
明
治
二
九
年
五
星
＝
日
）
。

⑳
　
「
和
田
渡
辺
二
技
師
の
辞
表
と
中
沢
技
師
の
進
退
伺
」
（
『
東
朝
㎞
明
治
二
九
年

　
五
月
二
一
日
）
。

⑳
　
「
御
料
鉱
山
払
下
入
札
方
法
の
調
査
」
（
『
時
事
新
報
』
明
治
二
九
年
五
月
～
＝

　
日
）
。

⑳
　
三
菱
社
誌
刊
行
骨
導
『
三
菱
社
誌
轍
十
九
（
東
京
大
重
出
面
会
、
一
九
八
一

　
年
）
　
＝
　
○
頁
。

⑳
　
本
稿
で
は
二
八
年
に
免
職
と
な
る
ま
で
品
廻
や
三
人
の
技
術
富
僚
と
の
仲
間
意

　
識
が
見
ら
れ
、
品
川
も
そ
の
免
職
を
大
い
に
憤
っ
た
大
島
技
師
も
含
め
て
〈
品
辮

　
派
〉
と
し
て
い
る
。

⑯
註
⑫
書
簡
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
編
入
か
ら
運
営
・
払
下
げ
に
至
る
七
年
の
問
御
料
鉱
山
に
関
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
を
み
て
い
く
と
、
御
料
鉱
山
の
あ
り
方
や
皇
室
・
国
家
関
係

の
認
識
を
軸
に
明
確
な
特
徴
を
も
っ
た
い
く
つ
か
の
立
場
が
見
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
動
向
を
通
し
て
、
御
料
鉱
山
払
下

げ
に
至
る
過
程
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
説
明
を
提
示
し
た
。
最
後
に
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
知
見
を
ま
と
め
、
創
業
期
の
皇

室
財
産
運
営
の
特
徴
や
そ
の
変
容
の
意
義
に
つ
い
て
展
望
を
示
す
。

　
御
料
地
一
般
の
編
入
に
は
、
国
庫
か
ら
分
離
さ
れ
た
皇
室
の
強
固
な
経
済
基
盤
を
確
立
す
る
穏
的
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
御
料

鉱
山
に
は
、
皇
室
財
産
編
入
の
時
点
か
ら
既
に
右
と
は
別
の
意
義
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
御
料
鉱
山
編
入
の
立
役
者
で
あ
る
松
方
正
義
は
、
大

蔵
省
　
　
国
庫
増
殖
の
観
点
か
ら
、
皇
室
財
産
化
で
も
っ
て
国
家
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
実

際
に
運
営
が
始
ま
る
と
、
現
場
の
技
術
官
僚
ら
は
御
料
鉱
山
に
、
皇
室
経
済
基
盤
強
化
・
国
庫
増
殖
は
も
と
よ
り
、
国
家
が
な
し
え
な
か
っ
た



明治二〇年代における皇室財産運営の特徴及びその変容（池田）

模
範
・
民
業
奨
励
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
も
付
与
し
、
品
川
御
料
局
長
の
後
ろ
盾
に
よ
り
御
料
鉱
山
事
業
の
拡
張
・
改
良
を
進
め
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
御
料
鉱
山
の
編
入
・
運
営
に
お
い
て
は
、
皇
室
財
産
で
も
っ
て
国
家
の
活
動
を
支
え
る
と
い
う
意
味
で
の
皇
室
・
国
家
一

体
観
が
現
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
技
術
官
僚
・
品
川
に
よ
る
運
営
は
、
拡
張
・
改
良
に
伴
い
多
額
の
資
金
を
要
し
、
宮
内
省
や
経
済
協
議
員
（
の
ち
皇
室
経
済
顧
問
）

伊
藤
博
文
ら
の
反
感
を
買
い
、
次
第
に
省
内
で
厳
し
い
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
品
川
に
代
わ
っ
て
御
料
局
長
に
就

任
し
た
岩
村
通
俊
は
、
品
川
や
技
術
官
僚
ら
の
よ
う
に
鉱
山
に
特
別
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
拡
張
・
改
良
計
画
に
対
し
て
疑
念
す
ら
差

し
挟
む
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
御
料
鉱
山
事
業
は
明
確
に
経
費
削
減
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
方
、
鉱
業
条
例
適
用
に
よ
り
御
料
鉱
山
に
対
す
る
課
税
義
務
が
生
じ
る
と
、
政
府
・
宮
内
省
問
で
皇
室
の
「
私
膚
地
」
の
あ
り
方
に
つ
い

て
の
認
識
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。
皇
室
・
国
家
の
分
離
に
よ
り
御
料
地
が
皇
室
の
「
私
有
地
」
と
な
っ
た
こ
と
を
共
通
の
認
識
と
し
つ
つ

も
、
政
府
は
私
有
地
ゆ
え
に
民
有
地
と
扱
い
を
異
に
し
な
い
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
宮
内
省
は
私
有
地
ゆ
え
に
国
家
の
干
渉
を
受
け
な
い

と
考
え
て
い
た
。
経
費
削
減
の
必
要
か
ら
課
税
を
避
け
た
い
岩
村
の
意
図
を
反
映
し
た
皇
室
・
国
家
観
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
、

政
府
側
の
意
図
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
岩
村
・
宮
内
省
の
御
料
鉱
山
に
対
す
る
経
費
削
減
圧
力
を
強
め
る
こ
と
に

な
る
。
二
八
年
の
世
伝
御
料
化
工
作
、
王
子
硫
酸
製
造
所
の
廃
止
、
大
島
技
師
の
免
官
と
い
う
一
連
の
改
革
は
、
こ
の
よ
う
な
圧
力
の
現
れ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
策
を
講
じ
て
も
な
お
、
所
定
の
圏
的
を
達
せ
な
い
と
判
断
し
た
岩
村
は
、
二
九
年
つ
い
に
究
極
の
経
費
削
減
方
針

で
あ
る
払
下
げ
を
断
行
す
る
の
で
あ
る
。

　
内
単
制
度
の
創
設
・
御
料
地
の
設
定
に
よ
り
皇
室
・
国
家
は
財
政
・
制
度
上
分
離
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
皇
室
・
国
家
が
分
離

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
解
釈
ま
で
も
が
統
一
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
の
分
析
か
ら
は
、
御
料
鉱
山
は
国
家
と
分
離
さ
れ
た
が
そ
の

使
途
に
お
い
て
国
家
と
一
体
と
考
え
る
立
場
、
御
料
鉱
山
は
国
家
か
ら
分
離
さ
れ
た
私
有
地
ゆ
え
に
民
有
地
と
同
じ
く
国
家
に
よ
っ
て
管
理
さ

れ
る
と
す
る
立
場
、
そ
し
て
御
料
鉱
山
は
国
家
と
分
離
さ
れ
た
の
だ
か
ら
国
家
の
干
渉
も
受
け
な
い
し
、
国
家
的
使
途
に
供
す
る
必
要
も
な
い
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と
考
え
る
立
場
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
立
場
が
相
互
に
衝
突
し
、
御
料
鉱
山
を
払
下
げ
に
導
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
御
料
鉱
山
の
払
下
げ
は
そ
の
編
入
や
運
営
の
論
理
と
は
連
続
性
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
…
一
こ
れ
は
ほ
ぼ
岩
村
局
長
時
代
か
ら
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
一
本
格
化
す
る
御
料
地
処

分
①
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
編
入
の
論
理
と
一
貫
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
御
料
鉱
山
を
み
る
限
り
編
入
・
運
営
と
処
分
の
論

理
の
間
に
は
明
確
な
断
絶
が
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
明
治
二
〇
年
代
に
は
鉱
山
以
外
に
も
多
様
な
御
料
地
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
個
々
の
御
料
地
処
分
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
い
え
る
の
か
は
、
稿
を
改
め
て
解
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
は
、
多
様
な
御
料
地
処
分
の
意
味
を
解
明
し
た
上
で
、
明
治

二
〇
年
代
、
す
な
わ
ち
創
業
期
の
皇
室
財
産
の
歴
史
的
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

　
①
岩
村
御
料
局
長
時
代
に
は
御
料
鉱
山
払
下
げ
の
ほ
か
、
二
六
年
の
北
海
道
御
料
　
　
御
料
地
処
分
な
ど
の
御
料
地
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る
（
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
㎞
、

　
　
地
＝
一
毛
万
町
歩
除
却
、
三
五
年
の
諸
県
御
料
地
除
却
、
三
～
年
か
ら
の
不
要
存
　
　
　
　
　
和
田
国
次
郎
欄
明
治
大
正
御
料
事
業
誌
㎞
大
目
本
山
林
会
、
一
九
三
五
年
）
。
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〔
付
記
〕
　
本
稿
執
筆
の
た
め
の
史
料
調
査
に
お
い
て
、
釜
石
市
立
鉄
の
歴
史
館
、
新
潟
県
立
図
書
館
、
資
源
・
素
材
学
会
の
方
々
、
及
び
九
州
大
学
名
誉
教

　
　
授
井
澤
英
二
氏
に
は
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
・
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）



in　constructing　a　systematic　ancestral

order　for　the　rule　of　their　territory．

legend　that　provided　the　religious

Characteristics　and　Changes　in　the　Management　of　Japan’s

　　　　　　Imperial　Property　in　the　Decade　of　Meiji　20，

　　　　　　　　Focusing　on　lmperial　Mines，　Goryo一　Ko－zan

by

II〈EDA　Sanae

　　From　Meiji　22　（1889）　through　Meiji　23　（189e），　high－quality　and　extensive

government　properties　were　selected　and　transferred　to　the　jurisdiction　of

the　imperial　house．　This　was　carried　out　prior　to　the　establishment　of　the

diet　in　order　that　political　parties　could　not　interfere　in　the　finances　of　the

imperial　house．　However，　as　early　as　the　latter　half　of　the　decade　of　Meiji　2e，

the　matter　had　progress　to　reorganization　and　disposition　by　methods　such

as　by　selling　off　the　property，　uncompensated　transfers，　or　swaps．　This

appears　at　a　glance　to　be　at　odds　with　the　original　goal　of　a　reduction

imperial　property　and　the　transfer　of　jurisdiction，　but　economic　historians

have　explained　it　as　a　means　of　rationalizing　imperial　house　finances　and

instead　of　being　opposed　to　the　original　goal　of　transferring　jurisdiction，　it

was　in　fact　a　policy　that　was　in　thorough－going　pursuit　of　those　goals．　This

explanation　has　been　persuasive　and　become　the　broadly　accep£ed

understanding　of　the　disposition　and　reorganization　of　imperial　properties．

　　However，　wken　specific　properties　are　examined　individually，　some　cannot

be　explained　according　to　this　conventional　interpretation．　One　of　these　is

the　selling　off　of　the　imperial　mines，　goi　yO　feo－zan．

　　In　this　article，　1　employ　a　politico－historical　approach　to　examine　the

selling　off　of　the　imperial　mines　as　an　example　to　reassess　the　conventional

understanding．　At　that　time，　1　overcome　the　problem　of　treating　the　selling

off　imperial　mines　as　an　individual　issue　as　it　has　been　in　previous　studies　of

economic　history．　ln　previous　studies　of　economic　history，　the　process　from

the　shift　in　jurisdiction　to　the　selling　off　of　the　imperial　mines　has　not　been

sufficiently　explained　in　a　eonsistent　fashion．

　　The　following　facts　are　e｝ucidated　in　this　article．　When　the　government

（　808　）



mines　at　Sado　and　llcuno　were　incorporated　as　imperial　property，　the　intent

of　the　Ministry　of　FiRance　in　using　the　logic　of　increasing　the　national

treasury　was　strongly　at　work．　ln　operating　the　imperial　mines，　the

engineer－bureaucrats　conferred　on　them　the　role　of　centers　promoting　and

serviRg　as　models　for　private　mines，　which　the　state　had　not　previously　been

able　to　fulfill，　as　well　as　strengtheRing　the　economic　foundations　of　the

imperial　house　and　increasiRg　the　national　treasury．　lt　is　generally　claimed

that　in　creating　the　cabinet　system　and　establishing　imperial　property，　the

imperial　house　and　Rational　state　were　separated　systematically，　but　when

we　examine　the　logic　of　the　incorporation　and　operation　of　imperial　mines，

there　appears　a　unified　view　of　the　imperial　house　and　nation　state　in　which

the　assets　of　the　imperial　house　would　be　used　to　support　the　activities　of

the　nation　state，　despite　the　premise　of　the　separation　of　the　imperial　house

and　nation　state．　However，　implementing　this　type　of　thinl〈iRg　required

improvements　and　expansion　of　the　enterprises　at　very　high　costs，　and　this

engendered　the　view　that　the　size　of　the　imperial　mines　Reeded　to　be

reduced．

　　In　contrast，　within　the　group　of　people　who　advocated　reducing　the

imperial　mines，　opinion　was　divided　regarding　the　relationship　between　the

imperia｝　house　and　the　state　on　the　issue　of　taxing　the　imperial　mines，　and

thus　a　conflict　arose．　ln　contrast　to　the　official　government　position　that

imperial　mines　were　the　private　property　of　the　imperial　house　and　could　be

treated　in　the　same　manner　as　other　private　property　by　the　state，　in　other

words，　taxes　could　be　levied　on　them，　the　leadership　of　the　lmperial

Household　Ministry　thought　that　as　the　imperial　house　and　the　natioB　state

had　been　systematically　separated，　the　government　could　no　longer

intervene　in　the　imperial　mines，　and　thus　could　not　ievy　taxes．　Ultimately，

the　government　position　won　out，　and　as　a　result，　the　lmperia｝　Household

Ministry’s　plan　did　not　stop　at　simply　reducing圭mperial戯nes　but　advallced

down　the　path　of　selling　them　off

　　In　this　manner，　part　of　the　reason　for　the　selling　off　of　the　imperial　miRes

was　not　merely　a　simple　demand　for　economic　rationalization．　There　was

also　poiitical　confiict　born　out　of　differences　of　opinion　regarding　the

relationship　of　the　imperial　mines　to　the　nation　state　among　the　actors

involved　in　operations　of　the　imperial　miRes．　lnsofar　as　we　caR　judge　from

the　case　of　the　imperi，al　mines，　it　is　clear　that　no　continuity　was　displayed　in

the　logic　of　their　incorporation，　operation，　and　disposltion．
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